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安曇野市教育委員会  

 

安 曇 野 市 教 育 委 員 会 

令和８年３月定例会 

 

会   議   議   案 

傍　聴　用



 



議案第１号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

タイトル 令和８年度 安曇野市の教育の方針について 

決定を要する事項の

内容 
標記の方針の承認 

要旨 

安曇野市教育振興基本計画に基づき、令和８年度の認定こども

園・幼稚園・小中学校における教育の方針を定めることにつき、

承認を求めるもの。 

説明 

 

『令和８年度 安曇野市の教育の方針』 

 

(１) 安曇野市教育振興基本計画（基本理念・基本方針） 

(２) 令和８年度安曇野市立認定こども園・幼稚園グランドデザイ 

ン 

(３) 令和８年度安曇野市学校教育グランドデザイン 

(４) 「安曇野市型」小中一貫教育 

(５) 安曇野市ふるさと学習とは 

(６) 情報活用能力の育成 

(７) 安曇野市コミュニティスクール(ACS)事業 

(８) 資料 

 

（以 上） 
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議案第２号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

タイトル 
安曇野市教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記規則改正の可否 

要旨 

令和７年８月に人事院が発出した「公務員人事管理に関する報告」

における非常勤職員の休暇制度の見直しを受け、国の基準に準じた

制度とすることが妥当と判断したため、所要の改正を行うもの 

説明 

 

１ 改正内容 

(１) 会計年度任用職員の休暇制度の見直し 

  ア 現行では無給の休暇とされている「骨髄等ドナー休暇」、

「保育時間」、「子の看護等休暇」及び「短期介護休暇」を有

給の休暇とする。 

  イ 通勤による負傷・疾病のため療養する必要がある場合に取

得できる「通勤災害等に係る傷病休暇」を新設する（無給の休

暇）。 

 

(２) その他字句の修正 

 

２ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
教

育
委

員
会

の
任

命
に

係
る

会
計

年
度

任
用

職
員

の
勤

務
時

間
、

休
暇

等
に

関
す

る
規

則
（

令
和

2
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

3
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
年
次
休
暇
）
 

（
年
次
休
暇
）
 

第
９
条
 
教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
要
件
を
満
た
す
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
、

教
育
委
員
会
が
定
め
る
日
数
の
年
次
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
要
件
を
満
た
す
会
計
年
度
任
用
職
員
に
対
し
て
、

教
育
委
員
会
の
定
め
る
日
数
の
年
次
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
特
別
休
暇
）
 

（
特
別
休
暇
）
 

第
10
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
に
別
表
第
１
の
事
由
欄
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
（
同
表
第
８
号
、

第
９
号
、
第
12
号
、
第
13
号
、
第
17
号
、
第
19
号
及
び
第
20
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育

委
員
会
が
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
は
、
同
表
の
期
間
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給

の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

第
10
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
に
別
表
第
１
の
事
由
欄
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
（
同
表
第
８
号
、

第
９
号
、
第
12
号
、
第
13
号
及
び
第
15
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
会

計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
は
、
同
表
の
期
間
欄
に
掲
げ
る
期
間
の
有
給
の
休
暇
を
与
え
る
も

の
と
す
る
。
 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
に
別
表
第
２
の
事
由
欄
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
（
同
表
第
１
号
及
び
第

２
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に

は
、
同
表
の
期
間
欄
に
掲
げ
る
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
に
別
表
第
２
の
事
由
欄
に
掲
げ
る
事
由
が
あ
る
場
合
（
同
表
第
２
号
か
ら
第

５
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）

に
は
、
同
表
の
期
間
欄
に
掲
げ
る
無
給
の
休
暇
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
）
 

（
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
）
 

第
12
条
 
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
つ
い
て

は
、
第
２
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、
教
育
委

員
会
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

第
12
条
 
教
育
委
員
会
が
特
に
必
要
と
認
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
特
別
休
暇

に
つ
い
て
は
、
第
２
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
職
務
の
性
質
等
を
考
慮
し
て
、

教
育
委
員
会
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
休
憩
時
間
、
休
日
及
び
休
日
の
代
休
日
）
 

（
休
憩
時
間
、
休
日
及
び
休
日
の
代
休
日
）
 

第
14
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
憩
時
間
に
あ
っ
て
は
条
例
第
３
条
の
規
定
、
休
日
に
あ
っ
て
は
条

例
第
６
条
の
規
定
、
休
日
の
代
休
日
に
あ
っ
て
は
条
例
第
７
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

 

第
14
条
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
３
条
の
規
定
、
休
日
に
つ
い
て

は
、
条
例
第
６
条
の
規
定
、
休
日
の
代
休
日
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
７
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

 

別
表
第
１
（
第
10
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
10
条
関
係
）
 

事
由
 

期
間
 

（
略
）
 

(６
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
親
族
（
教
育
委
員
会
が
定
め
る
親
族

に
限
る
。
）
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員

教
育

委
員

会
が

定
め

る

期
間
 

事
由
 

期
間
 

（
略
）
 

(６
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
の
親
族
（
教
育
委
員
会
の
定
め
る
親
族

に
限
る
。
）
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
会
計
年
度
任
用
職
員

教
育

委
員

会
の

定
め

る

期
間
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改
正
後
 

改
正
前
 

が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親
族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認
め
ら
れ

る
行
事
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。
 

（
略
）
 

(８
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心

身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

一
の

年
の

６
月
か

ら
10

月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け

る
教
育
委
員
会
が
定
め
る

日
を
除
い
て
原
則
と
し
て

連
続
す
る
４
日
の
範
囲
内

の
期
間
 

(９
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

一
の

年
度

（
４
月

１
日

か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま

で
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

お
い

て
10

日

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な

い
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育

委
員
会
が
定
め
る
時
間
）

の
範
囲
内
の
期
間
 

（
略
）
 

(1
3)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て

そ
の
出
産
予
定
日
の
６
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

14
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
１
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
条

例
第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ

当
該

期
間

内
に
お

け
る

５
日
（
勤
務
日
ご
と
の
勤

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一

で
な
い
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者

が
葬
儀
、
服
喪
そ
の
他
の
親
族
の
死
亡
に
伴
い
必
要
と
認
め
ら
れ

る
行
事
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。
 

（
略
）
 

(８
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
夏
季
に
お
け
る
盆
等
の
諸
行
事
、
心

身
の
健
康
の
維
持
及
び
増
進
又
は
家
庭
生
活
の
充
実
の
た
め
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

一
の

年
の

６
月
か

ら
10

月
ま
で
の
期
間
内
に
お
け

る
教
育
委
員
会
の
定
め
る

日
を
除
い
て
原
則
と
し
て

連
続
す
る
４
日
の
範
囲
内

の
期
間
 

(９
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

一
の

年
度

（
４
月

１
日

か
ら
翌
年
の
３
月
31
日
ま

で
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

お
い

て
10

日

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な

い
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育

委
員
会
の
定
め
る
時
間
）

の
範
囲
内
の
期
間
 

（
略
）
 

(1
3)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て

そ
の
出
産
予
定
日
の
６
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

14
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
以
後
１
年
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
（
条

例
第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ

当
該

期
間

内
に
お

け
る

５
日
（
勤
務
日
ご
と
の
勤

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一

で
な
い
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
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改
正
後
 

改
正
前
 

る
者
を
含
む
。
第
20
号
ア
及
び
ウ
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含

む
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養

育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
。
 

の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、

教
育
委
員
会
が
定
め
る
時

間
）
の
範
囲
内
の
期
間
 

(1
4)
 
妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
産
後
１
年
を
経
過
し
な

い
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保
健
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
14
1

号
）
第
10
条
に
規
定
す
る
保
健
指
導
又
は
同
法
第
13
条
第
１
項
に

規
定
す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合
 

教
育

委
員

会
が
定

め
る

時
間
 

(1
5)
 
妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員
が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機

関
の
混
雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
 

教
育

委
員

会
が
定

め
る

時
間
 

(1
6)
 
妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務
が
母
体
又
は
胎
児
の

健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
 

当
該

職
員

が
適
宜

休
息

し
、
又
は
補
食
す
る
た
め

に
必
要
な
時
間
 

(1
7)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

一
の

年
度

に
お
い

て
教

育
員
会
が
定
め
る
期
間
 

(1
8)
 
生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員

が
、
当
該
子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行

う
場
合
 

１
日

２
回

そ
れ
ぞ

れ
30

分
以
内
の
期
間
（
男
性
の

会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
以
外

の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て

民
法
（
明
治
29
年
法
律
第

89
号
）
第
81
7条

の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
特
別
養

る
者
を
含
む
。
別
表
第
２
第
３
号
ア
及
び
ウ
を
除
き
、
以
下
同

じ
。
）
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
（
配
偶
者

の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ
れ
ら

の
子
の
養
育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
。
 

         

の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、

教
育
委
員
会
の
定
め
る
時

間
）
の
範
囲
内
の
期
間
 

(1
4)
 
妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務
が
母
体
又
は
胎
児
の

健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
 

当
該

職
員

が
適
宜

休
息

し
、
又
は
補
食
す
る
た
め

に
必
要
な
時
間
 

(1
5)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る
必

要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

一
の

年
度

に
お
い

て
教

育
員
会
の
定
め
る
期
間
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改
正
後
 

改
正
前
 

子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て

家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た

者
（
当
該
請
求
に
係
る
家

事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に

係
属
し
て
い
る
場
合
に
限

る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
子

を
現
に
監
護
す
る
も
の
又

は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
16
4号

）
第
27
条

第
１
項
第
３
号
の
規
定
に

よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ

て
い
る
同
法
第
６
条
の
４

第
２
号
に
規
定
す
る
養
子

縁
組
里
親
で
あ
る
者
若
し

く
は
同
条
第
１
号
に
規
定

す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者

（
同
法
第
27
条
第
４
項
に

規
定
す
る
者
の
意
に
反
す

る
た
め
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４

第
２
号
に
規
定
す
る
養
子

縁
組
里
親
と
し
て
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
に

限
る
。
）
を
含
む
。
）
が

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員

が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用

し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け

る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ

に
相

当
す

る
休

暇
を

含

む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又

は
労
働
基
準
法
（
昭
和
22
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改
正
後
 

改
正
前
 

年
法
律
第
49
号
）
第
67
条

の
規
定
に
よ
り
同
日
に
お

け
る
育
児
時
間
を
請
求
し

た
場
合
は
、
１
日
２
回
そ

れ
ぞ
れ
30
分
か
ら
当
該
承

認
又
は
請
求
に
係
る
各
回

ご
と
の
期
間
を
差
し
引
い

た
期

間
を

超
え

な
い

期

間
）
 

(1
9)
 
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
子
の
看
護
等
（
負
傷

し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
、
疾
病
の
予
防

を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
当
該

子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
33
年
法
律
第
56

号
）
第
20
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
当
該
子
の
世
話

を
行
う
こ
と
又
は
当
該
子
の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事
の

う
ち
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る
こ
と
を
い

う
。
）
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
 

一
の

年
度

に
お
い

て
５

日
（
そ
の
養
育
す
る
９
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に

あ
る
子
が
２
人
以
上
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
10
日
）

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時

間
の
時
間
数
が
同
一
で
な

い
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤

務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育

委
員
会
が
定
め
る
時
間
）

の
範
囲
内
の
期
間
 

(2
0)
 
次
に
掲
げ
る
者
（
ウ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度

任
用
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又

は
老
齢
に
よ
り
２
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む

の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
別
表
第
２
第
１
号

及
び
第
２
号
に
お
い
て
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
そ
の

他
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員

が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
 

一
の

年
度

に
お
い

て
５

日
（
要
介
護
者
が
２
人
以

上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

10
日
）
（
勤
務
日
ご
と
の

勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同

一
で
な
い
会
計
年
度
任
用

職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

者
の

勤
務

時
間

を
考

慮
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
ア
 
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
 

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母
 
 

イ
 
祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
 
 

ウ
 
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
配
偶
者
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上

父
母
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
会
計
年
度

任
用
職
員
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者
で
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
 

し
、
教
育
委
員
会
が
定
め

る
時
間
）
の
範
囲
内
の
期

間
 

(2
1)
 
会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は

末
梢

し
ょ

う

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者

と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行

い
、
又
は
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨

髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢

血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い
必

要
な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い

と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

必
要

と
認

め
ら
れ

る
期

間
 

 別
表
第
２
（
第
10
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
10
条
関
係
）
 

事
由
 

期
間
 

    

（
削
る
。
）
 

    

 

事
由
 

期
間
 

(１
) 

生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
を
育

て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該

子
の
保
育
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合
 

１
日
２
回
そ
れ
ぞ
れ
30
分
以
内
の
期
間
（
男
性
の
会

計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
子
の
当
該
会
計

年
度
任
用
職
員
以
外
の
親
（
当
該
子
に
つ
い
て
民
法

（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
第
81
7条

の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判

所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件

が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ

て
当
該
子
を
現
に
監
護
す
る
も
の
又
は
児
童
福
祉
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
27
条
第
１
項
第
３
号
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

                    

（
削
る
。
）
 

          

規
定
に
よ
り
当
該
子
を
委
託
さ
れ
て
い
る
同
法
第
６
条

の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
者
若

し
く
は
同
条
第
１
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
者

（
同
法
第
27
条
第
４
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る

た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第
２

号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
委
託
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
が
当
該
会
計

年
度
任
用
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す

る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ
に
相
当
す
る
休

暇
を
含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
（
昭

和
22
年
法
律
第
49
号
）
第
67
条
の
規
定
に
よ
り
同
日
に

お
け
る
育
児
時
間
を
請
求
し
た
場
合
は
、
１
日
２
回
そ

れ
ぞ
れ
30
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご

と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
期
間
）
 

(２
) 

９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３

月
31

日
ま

で
の

間
に

あ
る

子

（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る

会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
子
の

看
護
等
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病

に
か
か
っ
た
当
該
子
の
世
話
、
疾
病

の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の

と
し
て
教
育
委
員
会
の
定
め
る
当
該

子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全

法
（
昭
和
33
年
法
律
第
56
号
）
第
20

条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
教
育

委
員
会
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
当
該

子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
当
該
子

の
教
育
若
し
く
は
保
育
に
係
る
行
事

一
の
年
度
に
お
い
て
５
日
（
そ
の
養
育
す
る
小
学
校

就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
が
２
人
以
上
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、
10
日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の

時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育
委
員
会
の

定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
期
間
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改
正
後
 

改
正
前
 

            

（
削
る
。
）
 

               

(１
) 

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
介
護
を
す

指
定
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

の
う
ち
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の

へ
参
加
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

(３
) 

次
に
掲
げ
る
者
（
ウ
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
と

同
居

し
て

い
る

も
の

に
限

る
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に

よ
り
２
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り

日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
（
以
下
こ
の
号
か
ら
第
５
号
ま

で
に

お
い

て
「

要
介

護
者

」
と

い

う
。
）
の
介
護
そ
の
他
の
教
育
委
員

会
の
定
め
る
世
話
を
行
う
会
計
年
度

任
用
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

ア
 
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
配
偶

者
の
父
母
 

イ
 
祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹
 

ウ
 
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
配
偶

者
と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
父
母

と
同
様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
者
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員

と
の
間
に
お
い
て
事
実
上
子
と
同

様
の
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
で
教
育
委
員
会
の
定
め
る
も
の
 

一
の
年
度
に
お
い
て
５
日
（
要
介
護
者
が
２
人
以
上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
日
）
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務

時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
、
教
育
委

員
会
の
定
め
る
時
間
）
の
範
囲
内
の
期
間
 

(４
) 

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
介
護
を
す

る
た
め
、
教
育
委
員
会
が
、
教
育
委

指
定
期
間
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
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改
正
後
 

改
正
前
 

る
た
め
、
教
育
委
員
会
が
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員

の
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
要
介
護
者

ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、

通
算
し
て
93
日
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期

間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務

し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
 

(２
) 

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
介
護
を
す

る
た
め
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、

連
続
す
る
３
年
の
期
間
（
当
該
要
介

護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る

期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
１
日

の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

当
該
連
続
す
る
３
年
の
期
間
内
に
お
い
て
１
日
に
つ

き
２
時
間
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
１
日

に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
45
分
を
減

じ
た
時
間
が
２
時
間
を
下
回
る
場
合
は
、
当
該
減
じ
た

時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期

間
 

(３
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
生
理
日

に
お
け
る
就
業
が
著
し
く
困
難
な
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

(４
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保

健
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は

健
康
診
査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守

る
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を

得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

(５
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
上

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会

計
年

度
任

用
職

員
の

申
出

に
基

づ

き
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、
３
回

を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
93
日

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期

間
（

以
下

「
指

定
期

間
」

と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
 

(５
) 

要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
介
護
を
す

る
た
め
、
当
該
要
介
護
者
ご
と
に
、

連
続
す
る
３
年
の
期
間
（
当
該
要
介

護
者
に
係
る
指
定
期
間
と
重
複
す
る

期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
１
日

の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

当
該
連
続
す
る
３
年
の
期
間
内
に
お
い
て
１
日
に
つ

き
２
時
間
（
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
１
日

に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
45
分
を
減

じ
た
時
間
が
２
時
間
を
下
回
る
場
合
は
、
当
該
減
じ
た

時
間
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期

間
 

(６
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
生
理
日

に
お
け
る
就
業
が
著
し
く
困
難
な
た

め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

(７
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子
保

健
法
（
昭
和
40
年
法
律
第
14
1号

）
の

規
定
に
よ
る
保
健
指
導
又
は
健
康
診

査
に
基
づ
く
指
導
事
項
を
守
る
た
め

勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い

と
認
め
ら
れ
る
場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
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改
正
後
 

改
正
前
 

の
負

傷
若

し
く

は
疾

病
又

は
通

勤

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和

42
年
法
律
第
12
1号

）
第
２
条
第
２
項

に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
に
よ

る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
の
た
め
療
養

す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な

い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
 

 

(８
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
公
務
上

の
負
傷
又
は
疾
病
の
た
め
療
養
す
る

必
要
が
あ
り
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ

と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

場
合
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

(９
) 

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移

植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末
梢
血

幹
細
胞
移
植
の
た
め
の
末
梢
血
幹
細

胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録

を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申

出
を
行
い
、
又
は
配
偶
者
、
父
母
、

子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨

髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は
末
梢

血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細

胞
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い
必
要
な
検

査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る

と
き
。
 

必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
 

(1
0)
 
妊
娠
中
及
び
産
後
１
年
を
経
過

し
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
が
母
子

保
健
法
第
10
条
に
規
定
す
る
保
健
指

導
又
は
同
法
第
13
条
第
１
項
に
規
定

す
る
健
康
診
査
を
受
け
る
場
合
 

教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
 

(1
1)
 
妊
娠
中
の
会
計
年
度
任
用
職
員

が
通
勤
に
利
用
す
る
交
通
機
関
の
混

雑
の
程
度
が
母
体
又
は
胎
児
の
健
康

保
持
に
影
響
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
 

教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
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議案第３号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

タイトル 
安曇野市教育委員会の任命に係る会計年度任用職員の勤務時間、休

暇等に関する訓令の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記訓令改正の可否 

要旨 議案第２号の規則に関し、制度運用上必要な規定を整備するもの 

説明 

 

１ 改正内容 

(１) 表のレイアウトを見直すもの（第３条） 

(２) 不妊治療休暇・配偶者のための出産休暇の適用対象を拡大する

もの（第７条・第８条） 

(３) 妊娠に係る健康診査等のルールの整備（第 10 条・第 11 条） 

(４) 看護休暇のルールの整備（第 12 条） 

(５) 介護休暇のルールの整備（第 14 条） 

(６) 療養休暇のルールの整備（第 15 条） 

(７) その他字句の整理 

 

２ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

 

（以 上） 
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〇
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
訓
令
（
令
和
5年

安
曇
野
市
教
育
委
員
会
訓
令
第
5号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
年
次
休
暇
）
 

（
年
次
休
暇
）
 

第
３
条
 
規
則
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
要
件
及
び
日
数
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

第
３
条
 
規
則
第
９
条
第
１
項
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
要
件
及
び
日
数
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
略
）
 

 

(３
) 

 １
年
間
に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
４
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員

（
１
週
間
の
勤
務
時
間
が
29
時
間
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区

分
に
応
じ
、
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年

間
の
勤
務
日
が
48
日
以
上
21
6日

以
下
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
１
年
間

の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
日
数
 

 

(４
) 

前
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
任
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
１
年
間
の

全
勤
務
日
の
８
割
以
上
出
勤
し
た
場
合
 
そ
れ
ぞ
れ
次
の
１
年
間
に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤
務
が

４
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
１
週
間
の

勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年

度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
48
日
以
上
21
6日

以
下
で
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
最
初

の
任
用
の
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
期
間
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
日
数
 

(３
) 

１
週
間
の
勤
務
日
が
４
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
の
勤
務
時
間

が
29
時
間
以
上
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
週

以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が

48
日
以
上
21
6日

以
下
で
あ
る
も
の
が
、
任
用
の
日
か
ら
起
算
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
１
年
間
の
全
勤

務
日
の
８
割
以
上
出
勤
し
た
場
合
 
そ
れ
ぞ
れ
次
の
１
年
間
に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
４

日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
１
週
間
の
勤

務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
任
用
の
日
か
ら
起
算
し
た
継
続
勤
務
期
間
の
区
分
ご
と
に
定
め
る
日

数
 

 
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
 

４
日
 

３
日
 

２
日
 

１
日
 

 
 

１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
 

４
日
 

３
日
 

２
日
 

１
日
 

 

 
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
 

16
9日

か
ら
21
6

日
ま
で
 

12
1日

か
ら
16
8

日
ま
で
 

73
日
か
ら
12
0

日
ま
で
 

48
日
か
ら
72
日

ま
で
 

 
 

１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
 

16
9日

か
ら
21
6

日
ま
で
 

12
1日

か
ら
16
8

日
ま
で
 

73
日
か
ら
12
0

日
ま
で
 

48
日
か
ら
72
日

ま
で
 

 

 
任
用
の
日
か
ら

起
算
し
た
継
続

勤
務
期
間
 

１
年

９
日
 

７
日
 

４
日
 

２
日
 

 
 

任
用
の
日
か
ら

起
算
し
た
継
続

勤
務
期
間
 

０
月

８
日
 

６
日
 

３
日
 

１
日
 

 

 
 

 
１
年

９
日
 

７
日
 

４
日
 

２
日
 

 

 
２
年

９
日
 

７
日
 

４
日
 

２
日
 

 
 

２
年

９
日
 

７
日
 

４
日
 

２
日
 

 

 
３
年

10
日
 

８
日
 

５
日
 

３
日
 

 
 

３
年

10
日
 

８
日
 

５
日
 

３
日
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改
正
後
 

改
正
前
 

 
４
年

12
日
 

９
日
 

６
日
 

３
日
 

 
 

４
年

12
日
 

９
日
 

６
日
 

３
日
 

 

 
５
年

13
日
 

10
日
 

６
日
 

３
日
 

 
 

５
年

13
日
 

10
日
 

６
日
 

３
日
 

 

 
６
年
以
上

15
日
 

11
日
 

７
日
 

３
日
 

 
 

６
年
以
上

15
日
 

11
日
 

７
日
 

３
日
 

 

２
 
略
 

２
 
 

３
 
市
長
は
、
年
次
休
暇
を
会
計
年
度
任
用
職
員
の
請
求
す
る
時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
請
求
さ
れ
た
時
季
に
年
次
休
暇
を
与
え
る
こ
と
が
公
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
他
の
時
季
に
こ
れ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

 

４
 
１
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
ら
れ
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
当
該
年
次
休
暇
を
与

え
ら
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
全
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
合
計
を

当
該
全
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
（
そ
の
時
間
に
１
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。
 

３
 
１
時
間
を
単
位
と
し
て
与
え
ら
れ
た
年
次
休
暇
を
日
に
換
算
す
る
場
合
は
、
当
該
年
次
休
暇
を
与

え
ら
れ
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
が
同
一
で
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
全
勤
務
日
の
勤
務
時
間
の
合
計
を

当
該
全
勤
務
日
の
日
数
で
除
し
て
得
た
時
間
（
そ
の
時
間
に
１
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
時
間
）
を
も
っ
て
１
日
と
す
る
。
 

５
 
年
次
休
暇
は
、
20
日
を
限
度
と
し
て
、
次
の
１
年
間
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
年
次
休
暇
は
、
20
日
を
限
度
と
し
て
、
次
の
１
年
間
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
の
休
暇
）
 

第
７
条
 
規
則
別
表
第
１
第
９
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た

り
の
時
間
に
10
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
１
日
又
は
１
時
間

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時

間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１

時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

（
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
の
休
暇
）
 

第
７
条
 
規
則
別
表
第
１
第
９
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た

り
の
時
間
に
10
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
１
日
又
は
１
時
間

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時

間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て

１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間

数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
９
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
９
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

（
配
偶
者
の
出
産
の
た
め
の
休
暇
）
 

（
配
偶
者
の
出
産
の
た
め
の
休
暇
）
 

第
８
条
 
規
則
別
表
第
１
第
12
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
入
院
等
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後
２
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
と

し
、
同
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
が
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
２

第
８
条
 
規
則
別
表
第
１
第
12
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
が
定
め
る
期
間
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
の
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
入
院
等
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後
２
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
と

し
、
同
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
が
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
２
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改
正
後
 

改
正
前
 

を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
１
日
又
は
１
時
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時
間
。
た
だ
し
、
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１
時
間
未
満
の
端
数
が

あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、

同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
１
日
又
は
１
時
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤

務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時
間
。
た
だ
し
、
当
該

会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）
と
す
る
。
た
だ

し
、
同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１

時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
12
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
12
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

（
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
）
 

（
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
）
 

第
９
条
 
規
則
別
表
第
１
第
13
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た

り
の
勤
務
時
間
に
５
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
１
日
又
は
１
時
間

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時

間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１

時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）

と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
 

第
９
条
 
規
則
別
表
第
１
第
13
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た

り
の
勤
務
時
間
に
５
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
１
日
又
は
１
時
間

（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時

間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て

１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の
全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間

数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇
の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
13
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
13
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も

の
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

（
妊
娠
中
又
は
出
産
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
健
康
診
査
及
び
保
健
指
導
）
 

 

第
10
条
 
 
規
則
別
表
第
１
第
14
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
妊
娠
満
23
週
ま

で
は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
24
週
か
ら
満
35
週
ま
で
は
２
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
36
週
か
ら
出

産
ま
で
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
は
そ
の
間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
妊

娠
中
又
は
出
産
後
の
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
１
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
等
の

範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
妊
娠
中
の
通
勤
緩
和
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
11
条
 
 
規
則
別
表
第
１
第
15
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
が
定
め
る
時
間
は
、
妊
娠
中
の
会
計

年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
等
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
つ
き
１
日
を

通
じ
て
１
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
る
時
間
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
看
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
子
の
世
話
等
）
 

（
看
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
子
の
世
話
等
）
 

第
12
条
 
規
則
別
表
第
１
第
19
号
の
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
と
は
、
９
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
と
同
居
し
て
こ
れ
を
監
護
す
る
こ
と
を
い
い
、
同
号
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
当

該
子
の
世
話
は
、
当
該
子
に
予
防
接
種
又
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
同
号
の
教
育

委
員
会
が
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
し
、
同
号
の
教
育
委
員
会
が
定
め
る
も
の
は
、

入
園
、
卒
園
又
は
入
学
の
式
典
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
式
典
と
し
、
同
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め

る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
５
（
そ
の
養
育
す
る
９
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
）
を
乗
じ
て
得
た

数
の
時
間
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
１
日
又
は
１
時
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の
時

間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
１
時
間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任

用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の

全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇

の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
10
条
 
規
則
別
表
第
２
第
２
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
は
、
そ
の
子

に
予
防
接
種
又
は
健
康
診
断
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
同
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め

る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
５
（
そ
の
養
育
す
る
小
学
校
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
）
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と
す
る
。
 

 

(１
) 

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
33
年
法
律
第
56
号
）
第
19
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
停
止
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
39
条
第
１
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前

の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
18
年
法

律
第
77
号
）
第
２
条
第
６
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
そ
の
他
の
施
設
又
は
児
童
福
祉
法
第

24
条
第
２
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
等
そ
の
他
の
事
業
に
お
け
る
学
校
保
健
安
全
法
第

20
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
に
準
ず
る
事
由
又
は
前
号
に
掲
げ
る
事
由
に
準
ず
る
も
の
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＿
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＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

２
 
規
則
別
表
第
１
第
19
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

（
短
期
介
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
の
世
話
等
）
 

（
短
期
介
護
休
暇
の
対
象
と
な
る
要
介
護
者
の
世
話
等
）
 

第
13
条
 
規
則
別
表
第
１
第
20
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
世
話
は
、
次
に
掲
げ
る
世
話

第
11
条
 
規
則
別
表
第
２
第
３
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
世
話
は
、
次
に
掲
げ
る
世
話
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改
正
後
 

改
正
前
 

と
す
る
。
 

と
す
る
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

２
 
規
則
別
表
１
第
20
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
も
の
は
、
父
母
の
配
偶
者
、
配
偶
者
の
父
母
の

配
偶
者
、
子
の
配
偶
者
及
び
配
偶
者
の
子
と
す
る
。
 

２
 
規
則
別
表
第
２
第
３
号
の
教
育
委
員
会
の
定
め
る
も
の
は
、
父
母
の
配
偶
者
、
配
偶
者
の
父
母

の
配
偶
者
、
子
の
配
偶
者
及
び
配
偶
者
の
子
と
す
る
。
 

３
 
規
則
別
表
１
第
20
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の
勤

務
時
間
に
５
（
要
介
護
者
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
）
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間
と

す
る
。
 

３
 
規
則
別
表
第
２
第
３
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
勤
務
日
１
日
当
た
り
の

勤
務
時
間
に
５
（
要
介
護
者
が
２
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
）
を
乗
じ
て
得
た
数
の
時
間

と
す
る
。
 

４
 
規
則
別
表
第
１
第
20
号
の
休
暇
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度

任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
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＿
＿
＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

 

（
介
護
休
暇
の
申
出
等
）
 

（
介
護
休
暇
の
申
出
等
）
 

第
14
条
 
規
則
別
表
第
２
第
１
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出

は
、
次
項
か
ら
第
８
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
12
条
 
規
則
別
表
第
２
第
４
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出

は
、
次
項
か
ら
第
６
項
ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出
は
、
別
表
第
２
第
１
号
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以
下
「
指
定
期

間
」
と
い
う
。
）
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
を
休
暇
等
請
求
票
兼
整
理
簿
に
記

入
し
て
、
教
育
委
員
会
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
会
計
年
度
任
用
職
員
の
申
出
は
、
同
号
に
規
定
す
る
指
定
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い

う
。
）
の
指
定
を
希
望
す
る
期
間
の
初
日
及
び
末
日
を
休
暇
等
請
求
票
兼
整
理
簿
に
記
入
し
て
、

教
育
委
員
会
に
対
し
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
～
６
 
（
略
）
 

３
～
６
 
（
略
）
 

７
 
規
則
別
表
第
２
第
１
号
の
休
暇
は
、
同
号
に
規
定
す
る
申
出
の
時
点
に
お
い
て
、
１
週
間
の
勤

務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が

定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で
あ
る
も
の
を
対
象
と

す
る
。
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＿
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＿
＿

＿
＿
＿
_ 

８
 
規
則
別
表
第
２
第
１
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
１
日
又
は
１
時
間
と
し
、
１
時
間
を
単
位
と
す
る

当
該
休
暇
は
、
１
日
を
通
じ
４
時
間
（
当
該
休
暇
と
要
介
護
者
を
異
に
す
る
規
則
別
表
第
２
第
２

号
の
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
当
該
４
時
間
か
ら
当
該

休
暇
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
の
範
囲
内
と
す
る
。
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＿
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＿
 

 

（
病
気
休
暇
の
日
数
等
）
 

（
病
気
休
暇
の
日
数
等
）
 

第
15
条
 
規
則
別
表
第
１
第
17
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら

れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
数
の
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。
 

第
13
条
 
規
則
別
表
第
２
第
９
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
期
間
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
の
区
分
に
応
じ
、
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら

れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
１
年
間
の
勤
務
日
の
日
数
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
数
の
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
略
）
 

 

（
略
）
 

 

２
 
１
週
間
の
勤
務
日
が
４
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
週
間
の
勤
務
時
間
が

29
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
５
日
以
上
で
あ
る
も
の
と

み
な
す
。
 

２
 
１
週
間
の
勤
務
日
が
４
日
以
下
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
週
間
の
勤
務
時
間
が

29
時
間
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
職
員
で
１

年
間
の
勤
務
日
が
21
7日

以
上
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
１
週
間
の
勤
務
日
の
日
数
が
５
日
以
上

で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
規
則
別
表
第
１
第
17
号
の
休
暇
は
、
６
月
以
上
の
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職

員
又
は
６
月
以
上
継
続
勤
務
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
週
以
外
の
期
間
に
よ
っ
て
勤
務
日

が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
47
日
以
下
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
）
を
対
象
と
す
る
。
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＿
＿
 

４
 
規
則
別
表
第
１
第
17
号
の
疾
病
に
は
、
予
防
接
種
に
よ
る
著
し
い
発
熱
等
が
、
同
号
の
療
養
に

は
、
負
傷
又
は
疾
病
が
治
っ
た
後
に
受
け
る
社
会
復
帰
の
た
め
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
が
含

ま
れ
る
も
の
と
し
、
同
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
１
日
又
は
１
時
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
の

時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
１
時
間
。
た
だ
し
、
当
該
会
計
年
度
任

用
職
員
の
１
回
の
勤
務
に
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
で
あ
っ
て
１
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る
も
の
の

全
て
を
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
時
間
の
時
間
数
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
号
の
休
暇

の
残
日
数
の
全
て
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
残
日
数
に
１
時
間
未
満
の
端
数

が
あ
る
と
き
は
、
当
該
残
日
数
の
全
て
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
妊
産
婦
で
あ
る
女
子
職
員
の
健
康
診
査
及
び
保
健
指
導
）
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＿
＿
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第
14
条
 
規
則
別
表
第
２
第
11
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
妊
娠
満
23
週
ま
で

は
４
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
24
週
か
ら
満
35
週
ま
で
は
２
週
間
に
１
回
、
妊
娠
満
36
週
か
ら
出
産

ま
で
は
１
週
間
に
１
回
、
産
後
１
年
ま
で
は
そ
の
間
に
１
回
（
医
師
等
の
特
別
の
指
示
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
期
間
に
つ
い
て
も
そ
の
指
示
さ
れ
た
回
数
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
１
日
の
正
規
の
勤
務
時
間
等
の
範
囲
内
で
必
要

と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。
 

 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

（
妊
娠
中
の
通
勤
緩
和
）
 

＿
＿
＿
 
＿
＿
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＿
＿
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＿
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＿
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＿
 

 

第
15
条
 
規
則
別
表
第
２
第
12
号
に
規
定
す
る
教
育
委
員
会
の
定
め
る
時
間
は
、
当
該
会
計
年
度
任

用
職
員
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
正
規
の
勤
務
時
間
等
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
つ
き
１
日
を
通
じ
て

１
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
そ
れ
ぞ
れ
必
要
と
さ
れ
る
時
間
と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

（
介
護
時
間
の
対
象
と
な
る
職
員
等
）
 

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

第
16
条
 
規
則
別
表
第
２
第
２
号
の
休
暇
は
、
初
め
て
同
号
の
休
暇
の
承
認
を
請
求
す
る
時
点
に
お

い
て
、
１
週
間
の
勤
務
日
が
３
日
以
上
と
さ
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
週
以
外
の
期
間

に
よ
っ
て
勤
務
日
が
定
め
ら
れ
て
い
る
会
計
年
度
任
用
職
員
で
１
年
間
の
勤
務
日
が
12
1日

以
上
で

あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
６
時
間
15
分
以
上
で
あ
る
勤
務
日

が
あ
る
も
の
を
対
象
と
す
る
。
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＿
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２
 
規
則
別
表
第
２
第
２
号
の
休
暇
の
単
位
は
、
30
分
と
し
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
11
0号

）
第
19
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
２
項
第
１
号
に
掲
げ

る
範
囲
内
で
請
求
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
の
当
該
休
暇

は
、
１
日
に
つ
き
２
時
間
（
規
則
別
表
第
２
第
２
号
に
規
定
す
る
減
じ
た
時
間
が
２
時
間
を
下
回

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
減
じ
た
時
間
）
か
ら
当
該
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い

時
間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。
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議案第４号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

タイトル 安曇野市教育委員会事務局組織規則の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記規則改正の可否 

要旨 人事配置の見直しに伴い、所要の改正を行うもの 

説明 

 

１ 改正趣旨 

 (１) 従前の中央公民館長・保育所長職は、課長級をもって充ててい

たところ、新年度からは課長補佐級・係長級の職員をもって充てる

こととするため、位置付けを見直すもの 

 (２) 字句体裁を見直すもの 

 

２ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
教

育
委

員
会

事
務

局
組

織
規

則
（

平
成

1
7
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
規

則
第

4
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
長
等
）
 

（
長
等
）
 

第
３
条
 
教
育
部
に
次
の
と
お
り
長
を
置
き
、
職
務
の
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
３
条
 
教
育
部
に
次
の
と
お
り
長
を
置
き
、
職
務
の
欄
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

組
織
 

長
 

職
務
 

（
略
）
 

 
  

(１
) 

上
司
の
職
務
遂
行
を
補
佐
す
る
こ
と
。
 

(２
) 

分
掌
事
務
の
企
画
立
案
、
推
進
計
画
の
策
定
、
進
行
管
理
及
び
事
務

改
善
並
び
に
課
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。
 

(３
) 

所
属
職
員
の
能
力
開
発
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。
 

(４
) 

部
内
の
課
及
び
市
長
部
局
の
課
等
相
互
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す

る
こ
と
。
 

(５
) 

そ
の
他
課
の
分
掌
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。
 

係
等
 

室
長
 

上
司
の
命
を
受
け
て
、
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
所
掌
事
務
を
処
理
す
る
。
 

附
属

施

設
 

係
長
 

館
長
 

所
長
 

保
育

所

長
 

園
長
 

 

組
織
 

長
 

職
務
 

（
略
）
 

附
属

施

設
 

館
長
 

保
育

所

長
 

(１
) 

上
司
の
職
務
遂
行
を
補
佐
す
る
こ
と
。
 

(２
) 

分
掌
事
務
の
企
画
立
案
、
推
進
計
画
の
策
定
、
進
行
管
理
及
び
事
務

改
善
並
び
に
課
の
統
括
に
関
す
る
こ
と
。
 

(３
) 

所
属
職
員
の
能
力
開
発
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。
 

(４
) 

部
内
の
課
及
び
市
長
部
局
の
課
等
相
互
間
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す

る
こ
と
。
 

(５
) 

そ
の
他
課
の
分
掌
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。
 

係
等
 

室
長
 

上
司
の
命
を
受
け
て
、
職
員
を
指
揮
監
督
し
、
所
掌
事
務
を
処
理
す
る
。
 

附
属

施

設
 

係
長
 

所
長
 

園
長
 

 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

（
学
校
教
育
課
）
 

（
学
校
教
育
課
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

３
 
学
校
教
育
課
に
次
に
掲
げ
る
附
属
施
設
を
置
く
。
 

３
 
学
校
教
育
課
に
次
に
掲
げ
る
附
属
施
設
を
置
く
。
 

(１
) 

（
略
）
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) 

安
曇
野
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
第
22
3号

）
に
規
定
す
る

教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
安
曇
野
市
適
応
指
導
教
室
 

 

(２
) 

安
曇
野
市
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
条
例
22
3号

）
に
規
定
す
る
教

育
支
援
セ
ン
タ
ー
安
曇
野
市
適
応
指
導
教
室
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議案第５号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 上條貴芳 (担当) 高橋満 

  

タイトル 安曇野市教育委員会職員の職名に関する規程の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記訓令改正の可否 

要旨 人事配置の見直しに伴い、所要の改正を行うもの 

説明 

 

１ 改正趣旨 

(１) 従前の中央公民館長・保育所長職は、課長級をもって充てて

いたところ、新年度からは課長補佐級・係長級の職員をもって充

てることとするため、位置付けを見直すもの 

(２) 出先の教育機関である館（図書館・公民館等）の館長につい

ては、教育委員会が必要と認めたときは、再任用職員又は会計年

度任用職員をもって充てることができる。 

(３) 字句体裁を見直すもの 

 

２ 施行日 

 令和８年４月１日 

 

（以 上） 
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○
安

曇
野

市
教

育
委

員
会

職
員

の
職
名

に
関

す
る

規
程

（
平

成
1
7年

教
育

委
員

会
訓

令
第

１
号
）
 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
目

的
）
 

（
目

的
）
 

第
１

条
 

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
教
育

部
及

び
教

育
機

関
の

職
の
名

称
（

以
下
「
職

名
」
と
い

う
。

）
に

つ
い

て
は

、
こ

の
規

程
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

第
１

条
 

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
教
育

部
及

び
教

育
機

関
の

職
の
名

称
（

以
下
「
職

名
」
と
い

う
。

）
に

つ
い

て
は

、
こ

の
規

程
の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
職

の
構

成
）
 

（
職

の
構

成
）
 

第
２

条
 

職
は

、
職

務
職

及
び

職
層
職

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

第
２

条
 

職
は

、
職

務
職

及
び

職
層
職

を
も

っ
て

構
成

す
る

。
 

（
職

層
職

）
 

（
職

層
職

）
 

第
３

条
 

職
層

職
の

名
称

及
び

職
務
内

容
は

、
別

表
第

１
の

と
お
り

と
す

る
。
 

第
３

条
 

職
層

職
の

名
称

及
び

職
務
内

容
は

、
別

表
第

１
の

と
お
り

と
す

る
。
 

２
 

前
項

に
規

定
す

る
職

層
職

に
充
て

る
職

員
は

、
事

務
職

員
及
び

技
術

職
員

と
す

る
。

 
２

 
前
項

に
規

定
す

る
職

層
職

に
充
て

る
職

員
は

、
事

務
職

員
及
び

技
術

職
員

と
す

る
。

 

（
職

務
職

）
 

（
職

務
職

）
 

第
４

条
 

別
表

第
２

の
第

１
欄

に
掲
げ

る
組

織
に

同
表

第
２

欄
に
掲

げ
る

職
務

職
を

置
き

、
安

曇
野

市
教

育
委

員
会

事
務

局
組

織
規
則

（
平

成
1
7
年
安

曇
野

市
教
育

委
員

会
規

則
第

４
号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

職
は

、
同

表
の
第

３
欄

に
掲

げ
る

職
層

職
の
職

員
を

も
っ

て
充

て
る
。

第
４

条
 

別
表

第
２

の
第

１
欄

に
掲
げ

る
組

織
に

同
表

第
２

欄
に
掲

げ
る

職
務

職
を

置
き

、
安

曇
野

市
教

育
委

員
会

事
務

局
組

織
規
則

（
平

成
1
7
年
安

曇
野

市
教
育

委
員

会
規

則
第

４
号
）

第
３

条
に

規
定

す
る

職
は
、
同

表
の
第

３
欄

に
掲

げ
る

職
層

職
の
職

員
を

も
っ

て
充

て
、
同

表
第

４
欄

に
掲

げ
る

職
務

を
行

う
。
 

（
特

別
の

事
務

等
を

行
う

職
及

び
職
務

）
 

（
特

別
の

事
務

等
を

行
う

職
及

び
職
務

）
 

第
５

条
 

特
別

の
事

務
又

は
業

務
に
従

事
す

る
者

で
、
特
に

そ
の
職

務
内

容
を

明
ら

か
に

す
る

必
要

の
あ

る
も

の
（

職
名

に
関

し
、
法

令
に

特
別

の
定

め
が

あ
る
者

で
、
特
に

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
含

む
。
）
に
つ

い
て

は
、
必

要
に
応

じ
て
前

２
条

に
定

め
る

職
名
の

ほ
か
、
別
表

第
３

の
左

欄
に
掲

げ
る
職

名
を

用
い
、
上
司
の

命
を
受

け
て

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
掲

げ
る

職
務

を
行

う
。

 

第
５

条
 

特
別

の
事

務
又

は
業

務
に
従

事
す

る
者

で
、
特
に

そ
の
職

務
内

容
を

明
ら

か
に

す
る

必
要

の
あ

る
も

の
（

職
名

に
関

し
、
法

令
に

特
別

の
定

め
が

あ
る
者

で
、
特
に

必
要

が
あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
含

む
。
）
に
つ

い
て

は
、
必

要
に
応

じ
て
前

２
条

に
定

め
る

職
名
の

ほ
か
、
別
表

第
３

の
左

欄
に
掲

げ
る
職

名
を

用
い
、
上
司
の

命
を
受

け
て

そ
れ

ぞ
れ

同
表

の

右
欄

に
掲

げ
る

職
務

を
行

う
。

 

別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）
 

別
表

第
１

（
第

３
条

関
係

）
 

 
職

層
職
の

名
称
 

職
務

内
容
 

 
 

職
層

職
の

名
称
 

職
務

内
容
 

 

 
参

事
 

特
に

高
度

な
知

識
経

験
に

基
づ

き
重
要

な
業

務
を

行
う

職
務

 
 

 
参

事
 

特
に

高
度

な
知

識
経

験
に

基
づ

き
重
要

な
業

務
を

行
う

職
務

 
 

 
副

参
事
 

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
複

雑
か
つ

困
難

な
業

務
を

行
う

職
務
  

 
副

参
事
 

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
複

雑
か
つ

困
難

な
業

務
を

行
う

職
務
  

 
主

幹
 

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
困

難
な
業

務
を

行
う

職
務
 

 
 

主
幹
 

高
度

の
知

識
経

験
に

基
づ

き
困

難
な
業

務
を

行
う

職
務
 

 

 
副

主
幹
 

比
較

的
高

度
の

知
識

経
験

に
基

づ
き
困

難
な

業
務

を
行

う
職

務
 

 
 

副
主

幹
 

比
較

的
高

度
の

知
識

経
験

に
基

づ
き
困

難
な

業
務

を
行

う
職

務
 

 

 
主

査
 

専
門

的
知

識
経

験
を

必
要

と
す

る
業
務

を
行

う
職

務
 

 
 

主
査
 

専
門

的
知

識
経

験
を

必
要

と
す

る
業
務

を
行

う
職

務
 

 

 
主

任
 

比
較

的
専

門
の

知
識

経
験

を
必

要
と
す

る
業

務
を

行
う

職
務

 
 

 
主

任
 

比
較

的
専

門
の

知
識

経
験

を
必

要
と
す

る
業

務
を

行
う

職
務

 
 

 
主

事
 

一
般

的
な

業
務

を
行

う
職

務
 

 
 

主
事
 

一
般

的
な

業
務

を
行

う
職

務
 

 

 
技

師
 

 
 

技
師
 

 

別
表

第
２

（
第

４
条

関
係

）
 

別
表

第
２

（
第

４
条

関
係

）
 

 
第

１
欄
 

第
２

欄
 

第
３

欄
 

 
 

第
１

欄
 

第
２

欄
 

第
３

欄
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改
正

後
 

改
正

前
 

 
部

 
部

長
 

参
事
 

 
 

部
 

部
長
 

参
事
 

 

 
課

等
 

課
 

課
長
 

参
事

 
副

参
事

 
主

幹
 
 

 
課

等
 

課
 

課
長
 

参
事

 
副

参
事

 
主

幹
 

副
主

幹
 

 

 
 

 
保

育
所
長
 

 

 
 

 
公

民
館
 

館
長
 

参
事

 
副

参
事
 

 

 
係

等
 

室
 

室
長
 

副
参

事
 

主
幹

 
副

主
幹
  

 
係

等
 

室
 

室
長
 

副
参

事
 

主
幹

 
副

主
幹
  

 
係

 
係

長
 

 
 

係
 

係
長
 

 

 
担

当
 

 
 

担
当
 

 

 
館

 
館

長
 

 
 

 

 
セ

ン
タ
ー
 

所
長
 

 
 

幼
稚

園
 

認
定

こ
ど

も
園
 

園
長
 

 

 
セ

ン
タ
ー

長
 

 
 

 

 
幼

稚
園
 

認
定

こ
ど

も
園
 

保
育

所
長
 

 
 

学
校

給
食

セ
ン

タ

ー
 

所
長
 

 

 
園

長
 

 
 

 

備
考

 
館

に
置

く
館

長
は

、
教

育
委
員

会
が

必
要

と
認

め
た

と
き
は

、
再

任
用

職
員
又
は

会
計

年
度

任
用

職
員

を
も

っ
て

充
て
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

上
記

の
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
次

の
職
を

置
く

。
 

   上
記

の
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
次

の
職
を

置
く

。
 

 
第

１
欄
 

第
２

欄
 

第
３

欄
 

 
 

第
１

欄
 

第
２

欄
 

第
３

欄
 

 

 
部

 
参

事
 

参
事
 

 
 

部
 

参
事
 

参
事
 

 

 
課

 
副

参
事
 

副
参

事
 

 
 

課
 

副
参

事
 

副
参

事
 

 

 
課

長
補
佐
 

主
幹
 

 
 

課
長

補
佐
 

主
幹
 

 

 
係

等
 

室
 

係
 

担
当
 

園
 

館
 

セ
ン

タ
ー
 

主
任

企
画

員
 

主
幹
 

 
 

係
等
 

室
 

係
 

担
当
 

園
 

館
 

セ
ン

タ
ー
 

主
任

企
画

員
 

主
幹
 

 

 
企

画
員
 

副
主

幹
 

 
 

企
画

員
 

副
主

幹
 

 

 
副

主
幹
 

 
 

副
主

幹
 

 

 
主

査
 

主
査
 

 
 

主
査
 

主
査
 

 

 
主

任
 

主
任
 

 
 

主
任
 

主
任
 

 

 
主

事
 

主
事
 

 
 

主
事
 

主
事
 

 

 
技

師
 

技
師
 

 
 

技
師
 

技
師
 

 

 
幼

稚
園
 

主
任

教
諭
 

副
主

幹
 

 
 

幼
稚

園
 

主
任

教
諭
 

副
主

幹
 

 

 
認

定
こ
ど

も
園
 

主
任

保
育

士
 

 
 

認
定

こ
ど

も
園
 

主
任

保
育

士
 

 

別
表

第
３

（
第

５
条

関
係

）
 

別
表

第
３

（
第

５
条

関
係

）
 

 
指

導
主
事
 

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
31
年

 
 

指
導

主
事
 

地
方

教
育

行
政

の
組

織
及

び
運

営
に
関

す
る

法
律

（
昭

和
31
年
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改
正

後
 

改
正

前
 

法
律

第
1
6
2号

）
第

1
8条

第
２
項

の
規
定

に
よ

る
職

務
 

 
法

律
第
1
6
2号

）
第

1
8条

第
２
項

の
規
定

に
よ

る
職

務
 

 
教

諭
 

学
校

教
育

法
（

昭
和

2
2年

法
律

第
2
6号

）
第

2
7条

第
９

項
の

規

定
に

よ
る

職
務
 

 
 

教
諭
 

学
校

教
育

法
（

昭
和

2
2年

法
律

第
2
6号

）
第

2
7条

第
９

項
の

規

定
に

よ
る

職
務
 

 

 
学

芸
員
 

博
物

館
法

（
昭

和
2
6
年
法

律
第

2
8
5号

）
第

４
条

第
４

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 
 

学
芸

員
 

博
物

館
法

（
昭

和
2
6
年
法

律
第

2
8
5号

）
第

４
条

第
４

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 

 
司

書
 

図
書

館
法

（
昭

和
2
5
年
法

律
第

1
1
8号

）
第

４
条

第
２

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 
 

司
書
 

図
書

館
法

（
昭

和
2
5
年
法

律
第

1
1
8号

）
第

４
条

第
２

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 

 
保

育
士
 

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2年

法
律

第
1
64
号
）

第
18
条
の

４
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 
 

保
育

士
 

児
童

福
祉

法
（

昭
和

2
2年

法
律

第
1
64
号
）

第
18
条
の

４
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 

 
栄

養
士
 

 

栄
養

士
法

（
昭

和
2
2
年
法

律
第

2
4
5号

）
第

１
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

         

 
栄

養
士
 

栄
養

士
法

（
昭

和
2
2
年
法

律
第

2
4
5号

）
第

１
条

第
１

項
の
規

定
に

よ
る

職
務
 

 

保
健

師
 

保
健

師
助

産
師

看
護

師
法

（
昭

和
2
3年

法
律

第
20
3
号
）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
業

務
 

作
業

療
法

士
 

 

理
学

療
法

士
及

び
作

業
療

法
士

法
（
昭

和
40
年
法

律
第
1
3
7

号
）

第
２

条
第

４
項

の
規

定
に

よ
る
業

務
 

言
語

聴
覚

士
 

 

言
語

聴
覚

士
法

（
平

成
９

年
法

律
第
1
3
2
号
）

第
２

条
の

規
定

に
よ

る
業

務
 

公
認

心
理

師
 

公
認

心
理

師
法

（
平

成
2
7年

法
律

第
6
8
号
）

第
２

条
の
規
定

に

よ
る

業
務
 

 
臨

床
心
理

士
 

 

公
益

財
団

法
人

日
本

臨
床

心
理

士
資
格

認
定

協
会

の
定

め
る

臨

床
心

理
士

資
格

審
査

規
程

第
11
条

に
規

定
す
る

業
務
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第６号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長)上條貴芳 (担当) 山口隆志 

  

件名 
安曇野市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保実施計画

について 

決定を要する事項の

内容 
標記計画の承認 

要旨 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46

年法律第 77 号）に基づき、教育職員の業務量を管理し、健康を確保するた

めの計画を策定するもの。 

説明 

１ 計画策定の理由 

令和７年６月の法改正に基づき、服務を監督する教育委員会は業務管

理・健康確保実施計画を令和７年度末までに定めることとされた。それに

従って本市の実態に即して本計画を策定するもの。 

 

２ 計画案 

 別冊のとおり 

 

３ 施行日  

令和８年４月１日 

 

４ その他 

 令和８年２月 20 日付けで、長野県教職員組合 執行委員長から、

当該計画に係る要望書の送付があった旨、併せて報告するもの。 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第７号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長)上條貴芳 (担当係長)山浦功和  

  

タイトル 

安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規程の廃止及び安曇野市教

育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改

正について 

決定を要する事項の内容 標記告示の廃止及び標記訓令の改正に係る承認 

要旨 

就学事務システムの標準化に伴い、児童生徒の転入転出に関する

様式が統一されたこと、転入転出に必要な書類については、他の

法令により定められており、本要綱で定めておく必要がないこと

から廃止するもの。本廃止に伴い、関係する訓令の一部改正する

もの。 

説明 

1 廃止する要綱及び改正する訓令 

（１） 廃止する要綱 

安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規程（平成 17 年安曇野

市教育委員会告示第９号） 

（２） 一部改正する訓令 

   安曇野市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規程（平成 20 年安曇野市教育委員会訓令第４号） 

 

２ 概要 

（１） 令和７年１２月から、基幹系システムの標準化により、

児童生徒の転入転出を取り扱う就学事務のシステムも標準的

な仕様となり、全国統一の様式を使用できるようになった。ま

た、児童生徒の転学に際して必要な書類については、学校教育

法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）、学校保健安全法施

行規則（昭和 33 年文部省令第 18 号）等で定められている。そ

のため、安曇野市教育委員会で要綱により様式や必要書類を定

めておく必要がないため、廃止するもの。 

（２） 上記廃止に伴い、安曇野市教育委員会の権限に属する事

務の補助執行に関する規程を一部改正するもの。 

 

３ 廃止及び改正期日 

（１） 令和８年３月３１日限り廃止 

（２） 令和８年４月１日施行 

（以 上） 
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安曇野市教育委員会告示第 号 

 安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規程（平成17年安曇野市教育委員会告示第９号）は、

令和８年３月31日限り廃止する。 

 

  令和 年 月 日 

                      安曇野市教育委員会 

                          教育長 橋渡 勝也 
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○安曇野市児童生徒転入転出事務取扱規程 

平成17年10月１日教育委員会告示第９号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、安曇野市立学校児童生徒の転入転出に関する取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。 

（転入転出の把握） 

第２条 教育委員会は、学校長と連絡を密にし、児童生徒の転入転出の状況を正確に把握するよう

努めなければならない。 

（教育委員会が行う転入事務） 

第３条 教育委員会は、転入に関する事務として、住民登録の完了した保護者に対し転入させるべ

き学校を指定し、就学指定校通知書（様式第１号）を交付し、転入校へ持参提出するよう指導す

る。 

（学校長が行う一般的な転入事務） 

第４条 学校長は、転入に関する事務のうち、次の事項を処理するものとする。 

(１) 教育委員会が発行した就学指定校通知書により転入すべき学級を指定するとともに、児童・

生徒転入簿（様式第２号）に記載すること。 

(２) 教育委員会に転入学済通知書（様式第３号）を提出すること。 

(３) 教職員に対し転入児童・生徒のあったことを通知し、教科用図書・給食その他関係事務を

速やかに処理させること。 

(４) 前在籍学校長に対し転入学通知書（様式第４号）を送付し、次の書類の送付を求めること。 

ア 児童・生徒指導要録（写し） 

イ 児童・生徒健康診断票（一般）（歯・口腔） 

ウ 小学校児童指導要録抄本又は指導要録（写し）（中学校のみ） 

(５) 前在籍学校長から関係書類を受領後、直ちにその旨を転入簿に記載するとともに、受領書

（様式第５号）を前在籍学校長へ送付すること。 

（学校長が行う一般的な転出事務） 

第５条 学校長は、転出に関する事務のうち、次の事項を処理するものとする。 

(１) 保護者から転出の申出を受けた場合、その予定等を正確に把握するとともに、手続等を指

導すること。 

(２) 児童・生徒転出簿（様式第６号）に記載するとともに、在学証明書（様式第７号）及び転

学児童生徒教科用図書給与証明書を発行し、保護者に交付すること。 

(３) 転出通知書（様式第８号）を作成し、教育委員会へ提出すること。 

(４) 教職員に対し、転出児童・生徒のあったことを通知し、給食その他関係事務を速やかに処

理させること。 

(５) 転出先学校長から転入学通知書を受領後、速やかに次の書類を転出先学校長へ送付するこ

と。 
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ア 児童・生徒指導要録（写し） 

イ 児童・生徒健康診断票（一般）（歯・口腔） 

ウ 小学校児童指導要録抄本又は指導要録（写し）（中学校のみ） 

エ その他の諸表簿 

（教育委員会が行う転出事務） 

第６条 教育委員会は、学校長から転出通知書を受理後、速やかに新住所地の教育委員会にその旨

通知する。 

（転入学日等） 

第７条 転入学の日は、教育委員会が指定した日とする。 

２ 転出の日は、転出先学校長が受け入れた日の前日とする。 

３ 転入学に係る事務の処理は、学齢簿と指導要録その他の関係帳票が一致するものとする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成17年10月１日から施行する。 

 （略） 
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安
曇

野
市

教
育

委
員

会
の

権
限

に
属

す
る

事
務

の
補

助
執

行
に

関
す

る
規

程
（

平
成

2
0
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
訓

令
第

4
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
 

補
助
執
行
さ
せ
る
職
員
 

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
28
年
政
令
第
34
0

号
）
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
学
齢
児
童

又
は
学
齢
生
徒
の
安
曇
野
市
立
学
校
へ
の
転
入

学
に
関
す
る
こ
と
（
教
育
委
員
会
が
行
う
も
の

に
限
る
。
）
。
 

市
民
生
活
部
長
並
び
に
市
民
生
活
部
地
域
づ
く

り
課
及
び
市
民
課
の
職
員
 

 

補
助
執
行
さ
せ
る
事
務
 

補
助
執
行
さ
せ
る
職
員
 

安
曇
野
市
児
童
生
徒
転
入
転
出
事
務
取
扱
規
程

（
平
成
17
年
安
曇
野
市
教
育
委
員
会
告
示
第
９

号
）
の
規
定
に
よ
る
学
齢
児
童
及
び
生
徒
の
安

曇
野
市
立
学
校
へ
の
転
入
学
に
関
す
る
こ
と

（
教
育
委
員
会
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
。
 

市
民
生
活
部
長
並
び
に
市
民
生
活
部
地
域
づ
く

り
課
及
び
市
民
課
の
職
員
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【教育委員会定例会提出資料】 

議案第８号 教育部 生涯学習課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 財津達弥 (担当) 大蔵邦之 

  

タイトル 安曇野市生涯学習リーダーバンク設置要綱の一部改正について 

決定を要する事項の

内容 
標記告示の改正について承認を求めるもの。 

要旨 
「生涯学習リーダーバンク」の名称を「生涯学習人財バンク」と改め、指

導者に加えてグループ等の登録・活用をするものに改めるもの。 

説明 

１ 改正要旨 

(１) 要綱の名称を「安曇野市生涯学習リーダーバンク設置要綱」から

「安曇野市生涯学習人財バンク設置要綱」に改める。 

(２) 指導者等に加えて、グループ等の登録を行う制度とし、情報の登

録と活用を目的として改める（第 1 条）。 

(３)登録要件として「安曇野市内を主な活動の拠点にし、人財バンクの

目的を理解し賛同するもの」とし、グループ等にあっては「地域社会

において、健全かつ継続的な活動を行っている者で、グループ等へ

の参加を希望する者があった場合に、新たに参加することができる

もの」と定めるもの（第３条第 1 項）。 

(４)登録の有効期間を、登録の日から登録の日の属する年の翌々年の

１月 31 日までと定めるとともに、2 年間の自動継続について定める

もの（第 6 条）。 

(５) 登録情報の整備と厳正管理について定めるもの（第 8 条）。 

(６) 指導者等の活用又はグループ等の加入を希望するものは、当該

登録者に直接依頼するものと改めるもの（第 10 条）。 

(７) 別表の登録分類を整理するもの。 

(８) その他、字句を整理するもの。 

 

２ 施行期日 

令和８年４月１日 

 



〇
安

曇
野

市
生

涯
学

習
リ

ー
ダ

ー
バ

ン
ク

設
置

要
綱

（
平

成
1
7
年

安
曇

野
市

教
育

委
員

会
告

示
第

2
4
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

安
曇
野
市
生
涯
学
習
人
財
バ
ン
ク
設
置
要
綱
 

 

安
曇
野
市
生
涯
学
習
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
設
置
要
綱
 

 

（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
市
民
の
多
様
な
学
習
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
に
対
し
必
要
と
さ
れ
る
生
涯
学
習
の

指
導
を
行
う
者
（
以
下
「
指
導
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
自
発
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
グ
ル
ー

プ
及
び
団
体
（
以
下
「
グ
ル
ー
プ
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
を
登
録
及
び
活
用
す
る
た
め
、
安

曇
野
市
生
涯
学
習
人
財
バ
ン
ク
（
以
下
「
人
財
バ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
地
域
住
民
、
各

種
関
係
機
関
等
に
よ
る
活
用
を
進
め
、
も
っ
て
生
涯
学
習
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
市
民
の
多
様
な
学
習
ニ
ー
ズ
の
高
ま
り
に
対
し
必
要
と
さ
れ
る
生
涯
学
習
の

指
導
を
行
う
者
（
以
下
「
登
録
者
」
と
い
う
。
）
を
確
保
す
る
た
め
、
安
曇
野
市
生
涯
学
習
リ
ー
ダ

ー
バ
ン
ク
（
以
下
「
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
地
域
住
民
、
各
種
関
係
機
関
等

に
よ
る
活
用
を
進
め
、
も
っ
て
生
涯
学
習
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 

（
登
録
の
条
件
）
 

（
登
録
の
条
件
）
 

第
３
条
 
人
財
バ
ン
ク
に
登
録
で
き
る
も
の
は
、
安
曇
野
市
内
を
主
な
活
動
の
拠
点
に
し
、
人
財
バ
ン

ク
の
目
的
を
理
解
し
賛
同
す
る
も
の
で
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
個
人
又
は
団
体

と
す
る
。
 

第
３
条
 
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
に
登
録
で
き
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
全
て
満
た
す
個
人
又
は
団
体

と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
の
目
的
を
理
解
し
、
賛
同
す
る
者
 

(１
) 

指
導
者
等
に
つ
い
て
は
、
生
涯
学
習
に
関
す
る
豊
か
な
知
識
及
び
優
れ
た
技
能
を
も
っ
て
生

涯
学
習
の
推
進
に
積
極
的
に
協
力
で
き
る
者
 

(２
) 

生
涯
学
習
に
関
す
る
豊
か
な
知
識
及
び
優
れ
た
技
能
を
も
っ
て
生
涯
学
習
の
推
進
に
積
極
的

に
協
力
で
き
る
者
 

(２
) 

グ
ル
ー
プ
等
に
つ
い
て
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
、
健
全
か
つ
継
続
的
な
活
動
を
行
っ
て
い

る
も
の
で
、
グ
ル
ー
プ
等
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
が
あ
っ
た
場
合
に
、
新
た
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

前
２
号
に
揚
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
適
当
と
認
め
る
も
の
 

(３
) 

政
治
、
宗
教
又
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
者
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
人
財
バ
ン
ク
に
登
録
し
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

営
利
、
宗
教
又
は
政
治
等
を
人
財
バ
ン
ク
に
登
録
す
る
活
動
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
不
適
当
と
認
め
る
も
の
 

 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
登
録
の
申
請
）
 

（
登
録
の
手
続
）
 

第
４
条
 
人
財
バ
ン
ク
に
登
録
を
希
望
す
る
も
の
は
、
安
曇
野
市
生
涯
学
習
人
財
バ
ン
ク
登
録
申
請
書

（
様
式
第
１
号
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
に
登
録
を
希
望
す
る
者
は
、
毎
年
２
月
１
日
か
ら
同
月
28
日
ま
で
の
間
に

生
涯
学
習
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
登
録
申
請
書
（
様
式
第
１
号
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
教
育

委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
登
録
の
可
否
に
つ
い

て
、
安
曇
野
市
生
涯
学
習
人
財
バ
ン
ク
登
録
可
否
決
定
通
知
書
（
様
式
第
２
号
）
に
よ
り
申
請
を
行

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
で
定
め
る
期
間
外
に
申
込
み
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
受
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

っ
た
も
の
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
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＿
 

 

３
 
教
育
委
員
会
は
、
申
請
書
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
、
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
に
登
録

し
、
登
録
事
項
を
登
録
台
帳
に
整
理
保
管
す
る
と
と
も
に
、
安
曇
野
市
生
涯
学
習
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク

登
録
証
明
書
（
様
式
第
２
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
登
録
情
報
の
変
更
）
 

（
登
録
事
項
の
公
表
）
 

第
５
条
 
人
財
バ
ン
ク
に
登
録
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
登
録
者
」
と
い
う
。
）
は
、
人
財
バ
ン
ク
に
登

録
さ
れ
た
内
容
（
以
下
「
登
録
情
報
」
と
い
う
。
）
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
安
曇
野
市
生
涯
学

習
人
財
バ
ン
ク
登
録
内
容
変
更
届
（
様
式
第
３
号
）
に
よ
り
教
育
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 

第
５
条
 
登
録
者
台
帳
の
登
録
事
項
は
、
申
請
書
記
載
事
項
に
よ
る
も
の
と
し
、
住
所
、
生
年
月
日
及

び
連
絡
先
以
外
は
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
登
録
事
項
の
継
続
）
 

（
登
録
事
項
の
訂
正
等
）
 

第
６
条
 
登
録
情
報
の
有
効
期
間
は
、
登
録
の
日
か
ら
登
録
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
々
年
の
１
月
31
日

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
有
効
期
間
が
満
了
と
な
る
１
月
前
ま
で
に
、
登
録
者
か
ら
登
録
情
報
の
抹

消
の
申
出
が
な
い
と
き
は
、
当
該
登
録
情
報
は
、
有
効
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
更
に
２
年
間
登

録
を
継
続
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
６
条
 
登
録
者
は
、
登
録
事
項
に
つ
い
て
訂
正
又
は
加
除
を
希
望
す
る
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
随
時

そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
が
継
続
さ
れ
た
登
録
情
報
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
は
、
当
該
登
録
情

報
の
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
登
録
情
報
の
抹
消
）
 

（
登
録
の
更
新
）
 

第
７
条
 
教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
登
録
情
報
を
抹
消
す
る
。
 

第
７
条
 
教
育
委
員
会
は
、
登
録
の
更
新
を
２
年
に
１
回
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(１
) 

登
録
者
か
ら
、
登
録
情
報
の
抹
消
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

登
録
者
が
、
第
３
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

登
録
者
が
、
虚
偽
の
内
容
を
登
録
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 

前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
情
報
を
抹
消
し
た
と
き
は
、
安
曇
野
市
生
涯
学
習
人

財
バ
ン
ク
登
録
抹
消
通
知
書
（
様
式
第
４
号
）
に
よ
り
当
該
登
録
情
報
の
登
録
者
に
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
は
、
登
録
者
が
申
請
書
を
再
度
提
出
す
る
こ
と
に
よ

り
、
そ
の
申
請
内
容
を
適
当
と
認
め
た
場
合
、
登
録
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
登
録
情
報
の
整
備
及
び
保
管
等
）
 

（
登
録
の
取
消
）
 

第
８
条
 
教
育
委
員
会
は
、
登
録
情
報
を
登
録
台
帳
と
し
て
整
備
し
、
及
び
保
管
す
る
。
 

第
８
条
 
登
録
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
登
録
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

登
録
者
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

(２
) 

登
録
者
が
、
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
を
利
用
し
て
政
治
、
宗
教
又
は
営
利
目
的
の
活
動
を
行
っ
た
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改
正
後
 

改
正
前
 

＿
＿
＿
 

と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(３
) 

登
録
者
が
、
社
会
的
信
用
を
失
墜
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(４
) 

前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
教
育
委
員
会
が
不
適
格
と
認
め
た
と
き
。
 

２
 
教
育
委
員
会
は
、
登
録
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
努
め
、
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
市
民
へ
の
登
録
者
の
周
知
）
 

（
市
民
へ
の
登
録
者
の
周
知
）
 

第
９
条
 
教
育
委
員
会
は
、
市
民
の
学
習
活
動
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
登
録
者
及
び
登
録
情
報
の
周

知
に
努
め
る
。
 

 

第
９
条
 
教
育
委
員
会
は
、
市
民
の
学
習
活
動
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
登
録
者
及
び
登
録
事
項
の
周

知
に
努
め
る
。
 

 

（
活
用
方
法
）
 

（
活
用
方
法
）
 

第
10
条
 
指
導
者
等
の
活
用
又
は
グ
ル
ー
プ
等
の
加
入
を
希
望
す
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
登

録
者
に
直
接
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
10
条
 
登
録
者
の
活
用
を
希
望
す
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
教
育
委
員
会
が
当
該
登
録
者
に
直
接

依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

 

２
 
（
略
）
 

 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

登
録
分
野
 

登
録
分
野
と
専
門
事
項
 

分
野
 

中
分
類
 

１
 
子
育
て
・
教
育
 

(１
)子

育
て
・
家
庭
教
育
 
(２

)人
権
教
育
 
(３

)そ
の
他
 

２
 
人
文
・
社
会
科

学
 

(
１
)
政
治
・
経
済
・
法
律
 
(
２
)
歴
史
・
民
俗
・
地
理
 
(
３
)
語
学
 

(４
)そ

の
他
 

３
 
自
然
科
学
 

(１
)数

学
 
(２

)物
理
・
化
学
 
(３

)天
文
・
地
学
 
(４

)生
物
 

(５
)環

境
 
(６

)そ
の
他
 

４
 
産
業
・
技
術
 

(１
)農

林
・
畜
産
 
(２

)商
工
業
 
(３

)建
築
・
土
木
 
(４

)機
械
・
電

気
 
(５

)交
通
・
観
光
 
(６

)パ
ソ
コ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
 
(７

)そ

の
他
 

５
 
芸
術
・
文
化
 

(１
)絵

画
 
(２

)工
芸
 
(３

)書
道
 
(４

)音
楽
 
(５

)舞
踏
・
演
劇
 

(６
)写

真
・
映
像
 
(７

)文
学
 
(８

)茶
道
 
(９

)華
道
・
フ
ラ
ワ
ー
ア

分
野
 

専
門
項
目
 

１
 
教
育
 

乳
幼
児
教
育
、
青
少
年
教
育
、
成
人
教
育
、
高
齢
者
教
育
、
障
が
い
児
教

育
、
家
庭
教
育
、
同
和
教
育
、
視
聴
覚
教
育
、
婦
人
問
題
、
社
会
教
育
、

生
涯
学
習
概
論
、
教
育
一
般
等
 

２
 
哲
学

・
倫
理
・

思
想
 

哲
学
宗
教
論
、
人
生
論
、
人
間
形
成
論
、
愛
情
論
、
心
理
学
等
 

３
 
政
治

・
経
済
・

社
会
 

政
治
、
法
律
、
外
交
、
時
事
問
題
、
経
済
、
生
産
と
流
通
、
地
域
の
産

業
、
消
費
者
問
題
、
税
、
労
働
問
題
、
高
齢
者
社
会
、
国
際
関
係
等
 

４
 
歴
史

・
地
理
・

民
俗
 

郷
土
史
、
地
方
史
、
日
本
史
、
東
洋
史
、
西
洋
史
、
考
古
学
、
古
文
書
、

文
化
財
、
地
理
、
地
史
、
民
族
学
、
風
俗
習
慣
、
民
話
・
伝
説
、
年
中
行

事
等
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改
正
後
 

改
正
前
 

レ
ン
ジ
 
(1
0)
書
道
 
(1
1)
そ
の
他
 

６
 
ス
ポ
ー
ツ
・
レ

ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
 

(１
)体

操
・
ダ
ン
ス
 
(２

)陸
上
競
技
 
(３

)球
技
 
(４

)武
道
・
格
技
 

(５
)ウ

ォ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
 
(６

)ス
キ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
 
(７

)登
山
・

ア
ウ
ト
ド
ア
 
(８

)体
力
づ
く
り
 
(９

)そ
の
他
 

７
 
家
庭
生
活
・
趣

味
 

(１
)料

理
 
(２

)手
芸
・
編
物
 
(３

)和
裁
・
洋
裁
 
(４

)園
芸
 
(５

)

囲
碁
・
将
棋
・
麻
雀
 
(６

)手
品
・
遊
び
 
(７

)生
活
設
計
・
生
活
改
善
 

(８
)そ

の
他
 

８
 
そ
の
他
 

(
１
)
ま
ち
づ
く
り
 
(
２
)
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
 
(
３
)
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
 

(４
)国

際
交
流
・
多
文
化
共
生
 
(５

)そ
の
他
 

 

５
 
文
芸
・
語
学
 

短
歌
、
俳
句
、
詩
、
漢
詩
、
小
説
、
川
柳
、
文
学
一
般
、
古
典
、
現
代
文

学
、
児
童
文
学
、
外
国
語
（
中
・
英
・
独
・
仏
・
会
話
等
）
、
こ
と
ば

（
方
言
・
り
げ
ん
）
、
朗
読
・
よ
み
き
か
せ
・
語
り
等
 

６
 
美
術
・
工
芸
 

デ
ッ
サ
ン
、
水
彩
画
、
油
彩
画
、
水
墨
画
、
木
版
画
、
石
版
画
、
エ
ッ
チ

ン
グ
、
俳
画
、
デ
ザ
イ
ン
、
彫
塑
、
木
彫
、
石
彫
、
陶
芸
、
七
宝
焼
、
書

道
、
ペ
ン
習
字
、
拓
本
、
篆
刻
、
レ
タ
リ
ン
グ
等
 

７
 
音
楽

・
演
劇
・

舞
踊
 

邦
楽
器
（
尺
八
・
琴
・
三
味
線
・
太
鼓
等
）
、
ピ
ア
ノ
、
ギ
タ
ー
、
エ
レ

ク
ト
ー
ン
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
、
吹
奏
楽
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
、
マ
ー
チ

ン
グ
バ
ン
ド
、
コ
ー
ラ
ス
、
民
謡
、
謡
曲
、
演
劇
、
人
形
劇
、
日
本
舞

踊
、
民
俗
芸
能
、
社
交
ダ
ン
ス
、
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
等
 

８
 
趣
味

・
生
活
文

化
 

手
芸
、
編
み
物
、
人
形
制
作
、
フ
ラ
ワ
ー
デ
ザ
イ
ン
、
囲
碁
、
将
棋
、
伝

承
文
化
（
折
り
紙
・
藁
・
藤
・
竹
細
工
・
木
工
・
あ
そ
び
等
）
、
詩
吟
、

写
真
、
釣
、
手
品
、
造
園
、
園
芸
、
盆
栽
、
調
理
・
料
理
、
栄
養
、
山

菜
、
き
の
こ
、
和
裁
、
洋
裁
、
服
飾
、
茶
道
、
華
道
、
表
具
、
生
活
マ
ナ

ー
、
生
活
改
善
等
 

９
 
自
然
科
学
 

生
物
、
植
物
、
動
物
、
昆
虫
、
野
鳥
、
化
学
、
物
理
、
数
学
、
天
文
・
気

象
、
地
質
・
鉱
物
、
科
学
と
人
間
、
環
境
問
題
、
自
然
保
護
、
公
害
、
防

災
等
 

10
 
産
業
・
技
術
 

商
工
業
、
農
業
・
林
業
の
生
産
技
術
、
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
食
品
科

学
、
先
端
技
術
、
機
械
技
術
、
電
気
技
術
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等
 

11
 
健
康
・
安
全
 

健
康
づ
く
り
、
体
力
づ
く
り
、
健
康
と
運
動
、
健
康
管
理
、
精
神
衛
生
、

性
教
育
、
家
庭
医
学
、
ス
ポ
ー
ツ
医
学
、
生
活
習
慣
病
、
が
ん
予
防
、
漢

方
医
学
、
薬
草
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
救
急
法
、
交
通
安
全
、
労
働

安
全
、
安
全
教
育
等
 

12
 
ス
ポ
ー
ツ
 

剣
道
・
柔
道
・
弓
道
等
、
野
球
・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
・
そ
の
他
球
技
、
体

操
、
水
泳
、
登
山
、
ス
キ
ー
、
ス
ケ
ー
ト
、
ゴ
ル
フ
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
、
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改
正
後
 

改
正
前
 

ヨ
ガ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
、
キ
ャ
ン
プ
、
フ

ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
、
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
等
 

13
 
福
祉

・
奉
仕
地

域
づ
く
り
 

福
祉
全
般
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、
地
域
活
動
、
老
人
福
祉
、
手
話
、
点

訳
、
地
域
づ
く
り
等
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
 

様
式
第
１
号
（
第
４
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

 

-48-



改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）
 

様
式
第
２
号
（
第
４
条
関
係
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

様
式
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議案第９号から第11号は、安曇野市情報公開条例（平成18年安曇野市条例第５号）
第５条第１項第２号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、
又は識別され得るものに該当するものであるため、非公開とします。





議案第 12 号 教育部 各課 

令和８年３月 25 日提出  

  

タイトル 共催・後援依頼について 

決定を要する事項の内容 教育委員会の共催・後援依頼についての協議 

要旨 

 

課名 共催 後援 

学校教育課  １件 

生涯学習課 １件  

子ども家庭支援課  ２件 

               （詳細 別紙） 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 
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報告第１号 教育部 

令和８年３月25日提出  

  

タイトル 安曇野市議会 令和７年12月定例会における一般質問等について 

要旨 市議会12月定例会の一般質問等の概要について報告するもの 

説明 

 

１ 期日 

令和７年12月５日（金曜日） 

12月８日（月曜日） 

12月９日（火曜日） 

 

 

２ 概要 

  主な質疑応答は、別紙のとおり 
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■12月５日（金）：代表質問（会派 アヅミライ） 

◇ 一 志 信一郎 

１ 小説『安曇野』と関係がある人物の掘り起こしについて 

○教育部長 

１ これまでも、博物館・文書館・臼井吉見文学館では、郷土ゆかりの先人を紹介してきている。

本年度は文書館で清澤冽に関連する講演会を開催し参加者の理解と関心を深めた。小中学校への

出前展示を行う学校ミュージアムでは、臼井吉見さんに親しんでもらう取り組みの他、図書館で

は蔵書の中から先人に関連する書籍の紹介コーナーを設けている。 

 

■12月５日（金）：一般質問 

◇ 辻 谷 洋 一 

１ 園・学校での熊遭遇防止指導と周知について 

○教育部長 

１ 耕地林務課から提供される熊目撃情報を近隣園・学校に連絡し、保護者にも連絡システムで周

知している。①環境省の熊対応マニュアル活用と引渡し訓練を実施、②散歩コース短縮等、③学

校で複数人による登下校・熊よけの鈴携行の指導を行っている。 

 

◇  林  孝 彦 

１ 児童生徒等のいじめ、不登校、自殺対策の目標と取組について 

２ 児童生徒等のいじめの実態把握と対策の現状と今後の取組について 

３ 児童生徒等の不登校の実態把握と対策の現状と今後の取組、政策提言の反映について 

○教育長 

１ 成長の過程では不安や悩みが生じる。学校では都度寄り添って、様々な場面で一緒に考え、学

び合えるようにしている。引き続き、子どもが感じる不安や悩みを見逃すことなく把握し、安

全・安心に生活できるよう努めていく。 

○教育部長 

２ 安曇野市のいじめ認知件数は、2024年度（R6年度）小中学校で計399件となっている。一人一人

を尊重する態度を発達段階に応じて身につけていくことが大切である。教職員の関わりや定期的

な生活アンケート等子どもの声を把握し、予防支援指導を努めていく。 

３ 安曇野市の2024年度（R6年度）の不登校の人数は、小中学生で計401人となっている。学校や関

係機関などと連携し、相談支援と幅広い情報提供、自己決定支援等を継続していく。 
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◇ 中 村 今朝子 

１ 安曇野市子どもの権利に関する条例についての感想・見解について 

２ 条例に関連する政策提言と子どもの権利の日の今後の取組について 

○教育長 

１ 市・市民・子ども自身・議会の役割を明記しており、市全体で子どもの権利に取り組む土台が

できたものと考えている。課題多様化に対応していくためには、子どもを人間として尊重し、子

どもの権利に正面からしっかり向き合い、市民と共に正しく理解し、行動していくよう取り組ん

でいく。 

○教育部長 

２ リーフレットの作成により市民啓発。周知方法を検討する。相談窓口は、こども家庭センタ

ー・教育相談室を中心に、相談対応を行う。子ども・若者の声を市政に反映させる仕組みを検討

していく。子ども権利の日は、効果的な方法について関連部署と連携し、他の人権事業との兼ね

合いも考慮し検討を進める。 

 

■12月８日（月）：一般質問 

◇ 遠 藤 武 文 

１ こども誰でも通園制度の運用について 

 ①利用者数試算について 

 ②実施園の選定と対応可能性について 

 ③市外居住者の利用について 

 ④配置基準について 

 ⑤配置基準の確認について 

○教育部長 

１ ①一時預かり事業を参考に試算し、１日当たり2.5名程度と見込んでいる。 

②公立園１園で実施を検討し、現在どの園かを調整中である。複数園で専任の保育士を配置するの

は難しく、月45名程度の利用であれば１園で対応可能と想定している。 

③市外登録者が安曇野市利用希望時は認定証を持参していただくことで対応する。一時預かりと異

なり保護者居住地登録が原則である。市外登録者の利用も受け入れる。 

④正規職員休暇時は会計年度任用職員で代替し在園児合同型で協力保育を行う。安曇野市は、０

歳・１歳の保育士配置を３対１としており、２歳が６対１で保育を実施している。代替保育士でも

対応可能と判断している。 

⑤国の保育士配置基準は、０歳・１歳児は６対１で、安曇野市は３対１としている。また、２歳児
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は、国基準と同じ６対１で保育を実施している。 

 

◇ 菊 池 久美子 

１ あづみの自然保育についての市民の認知や理解の状況について 

○教育部長 

１ あづみの自然保育は、市外はもちろん市民の皆さんにも広く認知してもらうことがあづみの自

然保育のブランド化であり、そのための情報発信を行っている。現時点のインスタグラムフォロ

ワー数は936人（令和７年６月比300人増）。ハーフマラソンのイベント等では、写真や風景を紹

介するブースを設置。参加者には喜んでいただいたと認識している。 

 

◇ 臼 井 泰 彦 

１ 地産地消コーディネーターの成果と評価（有機米野菜割合の増加を含む）について 

○教育部長 

１ 米はすべて安曇野産を使用、野菜などの食材も地元産食材を優先して使用している。月1回の

「安曇野の日」や年4回の有機栽培米や特別栽培米などを使用した給食を提供しており、今後も継

続していく。給食センターでは、地産地消コーディネーターから適宜、旬の食材の情報提供を受

けており、地産地消の促進につながっている。 

 

■12月９日（火）：一般質問 

◇ 木 船 潤 一 

１ 教職員働き方改革・部活動地域展開（中学校部活動状況）について。 

 ①中学校部活動の地域展開進捗状況について。 

 ②吹奏楽部の地域展開状況（指導者・楽器・資金・場所・運営者確保）について。 

 ③教員負担増大の二十数年来の背景・要因認識について。 

 ④部活動地域展開を一旦停止できないか。 

○教育部長 

１①令和７年11月１日現在、７中学校運動部58部・文化部18部で、休日部活動地域展開は運動部26

部・文化部１部、豊科南中サッカークラブが平日含め、完全な移行をしている。 

②豊科南中学校の吹奏楽部が、令和６年10月から休日部活動の地域展開を図り活動している。吹奏

楽の指揮者は人材確保が非常に難しい。また、楽器や練習場所が学校に依存している実態がある。 

○教育長 

③昨今、教職員の業務範囲が幅広く多岐にわたっている。これは、急に起きてきたことではなく、
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さらに近年は、児童生徒が抱える課題や取り巻く環境も大変複雑になっており、子ども一人一人

の個に応じた対応や各家庭とも連携した対応が必要となっている。このような変化の中、教職員

が子ども一人一人としっかりと向き合い、心身の健康とゆとりを保ち、自信と笑顔を持って子ど

もたちと向き合ってほしい。 

④部活動の地域展開は、今こそもう一度教育というものを問い直して、子どもたちにとって、やり

たい、やってみたい、その子どもたちのやる気を高めてやれる、そんな環境をつくってやればい

いのではないか。停止してはとの提案だが、むしろチャンスととらえ、地域で教育を考える方向

にしていきたい。 

 

◇ 吉 澤 茉 帆 

１ 一時預かりの現状と課題。過去３年間、妊娠・出産理由３か月以上潜在的待機児童数につい

て 

２ 妊娠・出産理由潜在的待機児童家庭の金銭負担への見解、頼れる親族なし・危機以外負担の

場合の対応について 

３ こども家庭センターの支援内容について 

○教育部長 

１ 一時預かりは、市内７園で月15日・１日３人まで、希望多数・園行事・保育士確保が課題であ

る。妊娠出産理由３か月以上潜在的待機児童は令和７年度１人・６年度２人・５年度５人（各年

度10月１日時点の３か月以上潜在的待機児童数を集計）。 

２ 一時預かり・ファミリーサポート利用の経済負担を認識している。こども家庭センターで母子

保健・児童福祉連携し一体的に支援を行っている。一時預かり事業では、住民税非課税世帯に月

４万２千円上限助成、ファミリーサポート事業では、同世帯等に１万円上限に半額助成がある。

相談窓口活用を周知に努める。 

３ こども家庭センターでは妊産期から子育て期の不安・悩みに母子保健担当と児童福祉担当が連

携し、一体的に制度支援を行っている。 
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◇ 増 井 裕 壽 

１ 東京藝術大学連携アーティスト・イン・レジデンス制度化・規模拡大で芸術家環境整備方向

性について 

２ 穂高北小学校区の通学路について 

３ 穂高北小児童クラブ駐車場通路夜間暗さ・車両進入・支援児送迎安全対策方向性について 

○教育部長 

１ 穂高鐘の鳴る丘集会所リニューアルオープンで、本年度滞在作家３名が利用し市民交流・作品

制作などを行った。東京藝術大学と連携し、作家と市民が交流を通じ創造性を高め合う事業に発

展させ、文化・芸術中核都市実現を図っていく。 

２ 児童生徒が登下校する交差点で、令和４年４月に穂高北部児童館の利用開始により交通量が増

えた。令和７年６月に地域からの改善要望が市に提出されている。要望内容については市都市建

設部と共有しており、さらなる改善が必要な交差点と認識している。 

３ 児童クラブか駐車場に至る動線は、夜間暗い場所で体育館利用者の車両往来で、迷惑が生じて

いることは認識している。体育館北側校庭への進入路を拡幅しているが、これは非常時利用を想

定したもので、日常的な駐車場利用は想定していない。校舎北側に計画中の駐車場については、

送迎に柔軟に使えるよう照明設置も含めて検討していく。 

 

◇ 矢 澤 毅 彦 

１ 一時預かり事業の予約期間短縮（１ヶ月→２週間）で緊急ニーズ対応について 

２ 一時預かり事業の物品負担軽減（お昼寝布団・おむつサブスク・ミルクお湯統一）について 

○教育部長 

１ ０歳と３歳児を同時に預かる場合は代替保育士確保必要なため、１ヶ月単位の受付でなければ

難しい。２週間単位での受付は申込み手続きや受入調整も回数が増えるため予約方式の変更困難

である。 

２ 一時預かり事業の利用者の負担軽減に向け、物品管理や費用負担などにより研究をする。また、

一部で持参をお願いしていたミルク用のお湯については、園の設備で対応するよう改善を行う。 

 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第２号 教育部 学校教育課 

令和８年３月 25 日提出 (課長)上條貴芳 (担当)山浦功和 

  

タイトル 安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱の制定について 

要旨 

安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱を制定し、実施

するため、報告するもの。 

説明 

１ 趣旨 

    学校に通うことが困難な児童生徒が、学習活動を行う場として民間の施

設又は団体を利用するために要する費用の一部を支援することで、保護

者の負担軽減を図るもの 

 

２ 概要 

  (１) 補助金の交付対象者について（第３条） 

  市内に住所を有し、申請の１年以内に在籍校（安曇野市立学校）を 30 日

以上欠席し、信州型フリースクール認証制度実施要綱による認証を受けて

いるフリースクール等を月１回以上利用している児童生徒の保護者で、次

に掲げる要件を全て満たすもの 

   ア 市内に住所を有すること 

   イ 対象児童生徒の状況について、利用するフリースクール、在籍校及び

教育委員会が連携し必要な情報交換を行うことを承諾すること 

   ウ 市税に滞納がないこと 

 

  (２) 補助対象経費（第４条） 

  フリースクールを利用するために負担した利用料（入会金、教材費、その

他市長が別に定める経費を除く。） 

 

  (３) 補助金の額及び支給回数（第５条） 

   ア 各月ごとの補助対象経費の３分の１（１万円を上限）の合計額 

   イ 半期ごと年２回の支給とする 

 

３ 施行日 

 令和 8 年 4 月 1 日 

 

（以 上） 
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（案） 

安曇野市告示第 号 

安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和８年 月 日 

 

安曇野市長 中山 栄樹  

 

安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確

保等に関する法律（平成28年法律第105号。次条において「法」という。）第３条

の基本理念に基づき、学校に通うことが困難な児童生徒が、学習活動を行う場と

して民間の施設又は団体を利用するために要する費用の一部を支援することで、

当該児童生徒の保護者の負担軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付する

ことに関し、安曇野市補助金等交付規則（平成17年安曇野市規則第41号）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (１) フリースクール 信州型フリースクール認証制度実施要綱（令和６年４月

１日長野県施行）による認証を受けているフリースクール等民間施設をいう。 

(２) 対象児童生徒 次に掲げる要件を全て満たす児童生徒をいう。 

ア 市内に住所を有すること。 

イ 第６条の規定による補助金の交付申請を行う日前１年以内に、在籍校を30

日以上欠席していること。 

ウ フリースクールを月１回以上利用すること。 

(３) 学校 安曇野市学校設置条例（平成17年安曇野市条例第224号）第２条に規

定する学校をいう。 

(４) 在籍校 対象児童生徒が在籍する学校をいう。 

 (５) 保護者 学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者を

いう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲
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げる要件を全て満たす保護者とする。 

 (１) 対象児童生徒が利用しているフリースクールに対して第４条に規定する利

 用料を納入していること。 

 (２)  市内に住所を有すること。 

 (３) 対象児童生徒の状況について、利用するフリースクール、在籍校及び教育

 委員会が連携し必要な情報交換を行うことを承諾すること。 

(４) 保護者全員に市税の滞納がないこと。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、安

曇野市補助金等交付規則第４条第１項の規定による交付決定を受けた日から当該

日の属する年度の末日までに係る対象児童生徒がフリースクールを利用するため

に補助対象者が負担した利用料（入会金、教材費、その他市長が別に定める経費

を除く。以下同じ。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の補助事業の補助金等の交

付を受けた場合は、当該交付を受けた額を控除して得た額とする。 

（補助金の額） 

第５条 対象児童生徒１人当たりの補助金の額は、次に掲げる期間に係る各月分の 

補助対象経費に３分の１を乗じて得た額（１万円を上限とする。）の合計額（千

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

(１) 第１期 ４月１日から９月30日まで 

(２) 第２期 10月１日から３月31日まで 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、安曇野市フリースクール利用児童生

徒支援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に

提出しなければならない。 

 (１) 対象児童生徒が利用するフリースクールの利用料の額が確認できる書類 

 (２) その他市長が必要とする書類 

（実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者は、安曇野市フリースクール利用児童生徒支

援補助金実績報告書（様式第２号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出

しなければならない。 

(１) 補助対象経費の支払状況が確認できる書類 

(２) その他市長が必要とする書類 
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２ 前項の規定による報告書の提出は、第５条に規定する第１期に係るものは10月

20日、第２期に係るものは翌年３月31日までに行わなければならない。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金交付申請書 

 

年  月  日 

（宛先） 安曇野市長 

         申請者   住  所 

        氏  名        ○印 

        電話番号 

 

次のとおり  年度安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金を交付

されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

１ フリースクールを利用する児童又は生徒 

フリガナ  

氏  名  

生年月日  

在籍校名及び学年 安曇野市立       学校  第   学年 

在籍校における過去

１年間の欠席日数 
おおむね   日 

１月当たりのフリー

スクールの利用日数 
 日 

 

２ 利用するフリースクール 

施設・団体名  

利用開始月 年   月 

 

３ 補助金交付申請額                 円 

 

４ 同意事項 

 私は、安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金の交付を申請す

るに当たり、次の事項に同意します。 

１ 市が、補助金の交付に係る審査を行うため、補助対象者及び対象児童

生徒に係る住民基本台帳に記録されている住所並びに補助対象者に係る

市税の納付情報を調査、確認及び閲覧すること。 

２ 市が、補助金の交付に係る審査を行うため、児童又は生徒の出席状況

を確認すること。 

３ 対象児童生徒の利用するフリースクールと在籍校及び教育委員会  

が連携し必要な情報交換を行うこと。 

 （氏名を自署する場合は、押印を省略することができます。） 

 

            （申請者）氏名            ○印 

                 氏名            ○印 

 

５ 添付書類 

(１) フリースクールの利用料の額が確認できる書類 

(２) その他市長が必要とする書類 
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様式第２号（第７条関係） 

 

安曇野市フリースクール利用児童生徒支援補助金実績報告書 

 

年  月  日 

（宛先）安曇野市長 

            申請者   住  所 

        氏  名        ○印 

        電話番号 

 

  年  月  日付け   第  号に係る事業が完了しましたので次の

とおり報告します。 

 

１ 利用したフリースクールの状況 
利用したフリー
スクールの 
施設・団体名 

 

利用期間 第１期       第２期 

利用実績 

利用日数 支払った利用料 

月 日 円 

月 日 円 

月 日 円 

月 日 円 

月  日  円  

月  日  円  

上記のとおり相違ないことを証明します。 

 

    年  月  日 

                所在地 

                施設・団体名  

                代表者名             印 

   第１期は、４月１日から９月30日まで 
   第２期は、10月１日から３月31日まで 

   

２ 補助金振込先 

口

座

振

込

金

融

機

関 

金 融 機 関 名  

  銀 行 
信用組合 

   金  庫  
農 協 

支 店 名  
本店・支店  
本所・支所  

出張所  

口 座 種 別  普通・当座  口 座 番 号                

フ リ ガ ナ    

口 座 名 義 人    

 

３ 添付書類 

(１) 利用料の支払状況が確認できる書類 

(２) その他市長が必要とする書類 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第３号 教育部 学校教育課 

令和８年 3 月 25 日提出 （課長）上條貴芳 （担当）會田幸穂 

  

タイトル PTA 解散に伴う報告について 

要旨 
安曇野市豊科東小学校より、「PTA 解散に伴うご報告について」という保護

者宛通知が出され、それを収受したもの。 

説明 

１ 令和７年度 PTA 総会審議結果について 

PTA会員97.3％の承認でPTAの解散が承認された。（回答件数37件・

回答率６５％） 

 

２ PTA 解散に伴う今後の流れ 

(１) 特別会計について 

  加入者からお預かりしていた特別会計については、学校周年行事にのみ

使用することとして、今後は、学校運営協議会事務局による管理、監事によ

る監査のもと、協議会において承認を得る形で管理・運営がなされる。 

 

(２) 学級会計監査について 

  今後は PTA 学級会長が選出されないため、学級会長が担当していた学

級会計監査がなくなる。各学級において必要に応じて、学級内より会計監

査担当を選出していただく形に変更。 

 

(３) 総合補償制度について 

  PTA 上部団体との関係解消に伴い、「信州子育て応援総合補償制度」へ

の加入はできなくなる。 

（以 上） 
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第４号 教育部 学校教育課 

令和８年 3 月 25 日提出 （課長）上條貴芳 （担当）會田幸穂 

  

タイトル 意見申出書について 

要旨 
安曇野市学校運営協議会の設置等に関する規則第 5 条第 1 項の規定に基

づき、豊科北小・東小・北中学校三校共通により出された意見申出書。 

説明 

１ 意見申出者 

豊科北中学校区学校運営協議会委員  松田 稔 氏 

  

２ 趣旨 

 （１） 豊科北中学校区３校では地域ボランティア活動が盛んであり、学校評

価も機能していることから、地域ぐるみで子どもたちを育てる仕組みづく

りが徐々になされていると感じる。 

 （２） 情報発信が積極的になされ、保護者の関心・理解の高まりを感じてい

る。今後更に保護者による一層の学校支援を期待している。そのために

保護者支援・研修の機会が設けられることが望ましい。 

 （３） 豊科地区の民生児童委員・主任児童委員会が発行する「子育て通信」 

には、子育て支援の参考になる内容がまとめられている。当該委員会と

の連携や、学級懇談会等を通じた周知等を有効な方法として考える。 

 

３ 参考 

〇安曇野市学校運営協議会の設置等に関する規則 （令和３年９月 27 日教育委

員会規則第５号） 

（学校運営等に関する意見の申し出） 

第５条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対し

て、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、対象学校の学校教育目標及び学校経営計画に基づく職員の採用

その他の任用に関する事項（特定の個人に関するもの及び分限処分、懲戒処

分、勤務条件の決定等に関するものを除く。）に関して、任命権者に意見を述べ

ることができる。この場合において、県費負担教職員（市町村立学校職員給与

負担法（昭和 23 年法律第 135 号）第１条に規定する職員をいう。）に係る事項

については、教育委員会を経由するものとする。 

３ 協議会は、前２項の規定により任命権者又は教育委員会に対して意見を述べ

るときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。 
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№ 送付先1 送付先2 部数 備考

1 豊科地区民生児童委員協議会 65 定例会で配付

2 市民児協主任児童委員会 9 委員会で配付

3 細萱保育園 園　　　長 3

4 花園認定こども園 園　　　長 3

5 あづみ野おとぎ保育園 園　　　長 3 事務局が郵送

6 豊科中央児童館 館長 15

7 高家児童館 館長 15

8 南穂高児童館 館長 15

9 豊科認定こども園 園長 3

10 豊科南部認定こども園 園長 3

11 南穂高認定こども園 園長 3

12 たつみ認定こども園 園長 3

13 アルプス認定こども園 園長 3

14 上川手認定こども園 園長 3

15 穂高健康支援センター センター長 15 健康支援担当（第1係）にメール便で送付

16 豊科公民館 館長 5

17 豊科子ども会育成会事務局 御担当者 25

18 豊科図書館 館長 15

19 学校教育課教育指導室 室長 15

20 教育支援センター教育相談室 室長 15

21 豊科北小学校 学校長 10

22 豊科南小学校 学校長 10

23 豊科東小学校 学校長 10

24 豊科北中学校 学校長 10

25 豊科南中学校 学校長 10

26 議会事務局 福祉教育委員会 -
担当者にデータを
メール送信

27 安曇野市社会福祉協議会豊科支所 支所長 5

28 子ども家庭支援課

29 子ども家庭支援課　相談室

合計 291

-111-



-112-



 

【教育委員会定例会提出資料】 

報告第５号 教育部 生涯学習課 

令和８年３月 25 日提出 (課長)財津達弥  (担当) 大蔵邦之 

  

件名 安曇野市地区公民館建設補助金交付要綱の一部改正について 

要旨 

LED 化工事及び省エネエアコン設置に対する補助メニューを追加する

ため、安曇野市地区公民館建設補助金交付要綱（平成 19 年安曇野市

告示第７７号）の一部を改正するもの。 

説明 

１ 改正内容 

(１) 「LED 化工事」及び「省エネエアコン設置」を規定する（第２条）。 

(２) 補助対象経費の「対象外となる経費」から、省エネエアコンに係る備

品購入費を除くことを明記する（第３条）。 

(３) 「LED 化工事」及び「省エネエアコン設置」に係る補助要件を記載

する（第４条）。 

(４) 「LED 化工事」及び「省エネエアコン設置」に係る補助率及び限度

額を記載する（第５条）。 

(５) その他、添付書類等の所要の改正を行うとともに、字句を整理す

る。 

 

２ 施行日 

 令和８年４月１日 

（以 上） 
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〇
安

曇
野

市
地

区
公

民
館

建
設

補
助

金
交

付
要

綱
（

平
成

1
9
年

安
曇

野
市

告
示

第
7
7
号

）
 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
安
曇
野
市
地
区
公
民
館
活
動
補
助
金
交
付
規
則
（
平
成
27
年
安
曇
野
市
規
則

第
23
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
区
公
民
館
の
建
設
等
に
要
す
る
経
費
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
安
曇
野
市
補
助
金
等
交
付
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第

41
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。
 

 

第
１
条
 
こ
の
要
綱
は
、
安
曇
野
市
地
区
公
民
館
活
動
補
助
金
交
付
規
則
（
平
成
27
年
安
曇
野
市
規
則

第
23
号
）
第
２
条
に
基
づ
く
、
安
曇
野
市
地
区
公
民
館
（
以
下
「
地
区
公
民
館
」
と
い
う
。
）
の
建

設
等
に
要
す
る
経
費
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
安
曇
野
市
補

助
金
等
交
付
規
則
（
平
成
17
年
安
曇
野
市
規
則
第
41
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条
 
こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

(１
)～

(７
) 

（
略
）
 

(８
) 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
 
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
以
外
の
照
明
器
具
か
ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
器
具
に
入
れ
替
え

る
工
事
を
い
う
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(９
) 

省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置
 
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
の
小
売
の
事
業
を
行
う
者
そ
の
他
そ
の
事

業
活
動
を
通
じ
て
一
般
消
費
者
が
行
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
つ
き
協
力
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
措
置
（
平
成
18
年
経
済
産
業
省
告
示
第
25
8号

）
１
－
３

(１
)に

規
定
す
る
多
段
階
評
価
点
が
3.
0以

上
の
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
（
以
下
「
省
エ
ネ
エ

ア
コ
ン
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
を
い
う
。
 

 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
補
助
対
象
経
費
）
 

（
補
助
対
象
経
費
）
 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付
対
象
と
な
る
経
費
は
、
地
区
公
民
館
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
修
繕
・
模
様

替
、
水
洗
化
工
事
、
耐
震
補
強
工
事
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
及
び
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置
に
係
る
工
事
費

の
う
ち
市
長
が
認
め
た
費
用
（
以
下
「
事
業
費
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
計
費
、
用
地

費
、
補
償
費
、
備
品
購
入
費
（
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
地
区
公
民
館
建
設

に
伴
う
既
設
建
物
の
買
収
費
を
除
く
。
 

 

第
３
条
 
補
助
金
の
交
付
対
象
と
な
る
経
費
は
、
地
区
公
民
館
の
新
築
、
増
築
、
改
築
、
修
繕
・
模
様

替
、
水
洗
化
工
事
及
び
耐
震
補
強
工
事
に
係
る
工
事
費
の
う
ち
市
長
が
認
め
た
費
用
（
以
下
「
事
業

費
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
設
計
費
、
用
地
費
、
補
償
費
、
備
品
購
入
費
及
び
地
区
公
民

館
建
設
に
伴
う
既
設
建
物
の
買
収
費
を
除
く
。
 

 

（
補
助
対
象
の
要
件
）
 

（
補
助
対
象
の
要
件
）
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
対
象
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
等
に
よ
り

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
４
条
 
補
助
金
の
交
付
対
象
の
要
件
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
等
に
よ
り

緊
急
を
要
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(１
)・

(２
) 

（
略
）
 

(３
) 

耐
震
補
強
工
事
の
場
合
は
、
事
業
費
が
10
0万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

(３
) 

地
区
公
民
館
の
耐
震
補
強
工
事
の
場
合
は
、
事
業
費
が
10
0万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(４
) 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
の
場
合
は
、
過
去
に
当
該
補
助
金
を
活
用
し
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
を
行
っ
た
こ
と

が
な
い
こ
と
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(５
) 

省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置
の
場
合
は
、
過
去
に
当
該
補
助
金
を
活
用
し
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
地
区
公
民
館
は
、
直
近
の
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置
に
よ
る
当
該
補
助
金
交

付
日
が
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
15
年
以
上
経
過
し
て
い
る
こ
と
。
 

 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
補
助
率
等
）
 

（
補
助
率
等
）
 

第
５
条
 
補
助
金
の
区
分
、
補
助
率
及
び
限
度
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
過
疎
地
域
の

持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
３
年
法
律
第
19
号
）
に
基
づ
き
、
一
部
過
疎
地

域
の
指
定
を
受
け
た
地
域
の
地
区
公
民
館
（
以
下
「
指
定
公
民
館
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
当

該
補
助
率
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
10
0分

の
11
0を

乗
じ
る
も
の
と
す
る
。
 

第
５
条
 
補
助
金
の
補
助
率
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支

援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
３
年
法
律
第
19
号
）
に
基
づ
き
、
一
部
過
疎
地
域
の
指
定
を
受
け

た
地
域
の
地
区
公
民
館
（
以
下
「
指
定
公
民
館
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
本
条
で
定
め
た
補
助

率
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
10
0分

の
11
0を

乗
じ
て
得
た
額
を
補
助
算
定
額
と
す
る
。
 

区
分
 

補
助
率
 

限
度
額
 

（
略
）
 

耐
震

補
強

工

事
 

事
業
費
の
２
分
の
１
 

50
0万

円
（
指
定
公
民
館
に
あ
っ
て
は
、
55
0

万
円
）
を
限
度
と
し
、
補
助
金
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
 

Ｌ
Ｅ

Ｄ
化

工

事
 

事
業
費
の
２
分
の
１
 

12
0万

円
（
指
定
公
民
館
に
あ
っ
て
は
、
13
2

万
円
）
を
限
度
と
し
、
補
助
金
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
 

省
エ

ネ
エ

ア

コ
ン
設
置
 

事
業
費
の
３
分
の
１
 

12
0万

円
（
指
定
公
民
館
に
あ
っ
て
は
、
13
2

万
円
）
を
限
度
と
し
、
補
助
金
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
 

 

区
分
 

補
助
率
 

限
度
額
 

（
略
）
 

耐
震

補
強

工

事
 

事
業
費
の
２
分
の
１
 

50
0万

円
（
指
定
公
民
館
に
あ
っ
て
は
、
55
0

万
円
）
を
限
度
と
し
、
補
助
金
額
に
１
円
未

満
の
端
数
が
生
じ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
る
。
 

 

（
補
助
金
の
交
付
申
請
）
 

（
補
助
金
の
交
付
申
請
）
 

第
６
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
事
着
手
前
に
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
補
助

金
等
交
付
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
６
条
 
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
事
着
手
前
に
規
則
第
３
条
に
規
定
す
る
補
助

金
等
交
付
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
震
補
強
工
事
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
耐
震
補
強
工
事
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同

項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
定
め
る
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

(１
)～

(３
) 

（
略
）
 

３
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
を
行
う
箇
所
が
分
か
る
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
設
置
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
同
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
を
設
置
す
る
箇
所
が
分
か
る
書
類
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

設
置
す
る
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
が
省
エ
ネ
エ
ア
コ
ン
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 

 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
補
助
金
の
額
の
確
定
）
 

（
補
助
金
の
額
の
確
定
）
 

第
７
条
 
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
規
則
第
10
条
に
規
定
す

る
補
助
事
業
等
実
績
報
告
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
者
は
、
工
事
が
完
了
し
た
と
き
は
、
規
則
第
10
条
に
規
定
す

る
補
助
事
業
等
実
績
報
告
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(１
)～

(４
) 

（
略
）
 

(
５
)
 
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化
工
事
（
蛍
光
灯
が
使
用
さ
れ
て
い
る
照
明
器
具
か
ら
入
れ
替
え
た
場
合
に
限

る
。
）
を
行
っ
た
場
合
は
、
水
銀
処
理
を
し
た
こ
と
が
分
か
る
産
業
廃
棄
物
管
理
表
の
写
し
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）
 

地
区
公
民
館
の
構

造
 

耐
震
診
断
の
方
法
 

木
造
 

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と
補

強
方
法
」
に
定
め
る
一
般
耐
震
診
断
法
及
び
精
密
診
断
法
 

非
木
造
 

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
既
存
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

建
築
物
の
耐
震
診
断
基
準
・
耐
震
改
修
設
計
指
針
・
同
解
説
」
に
よ
る
耐
震

診
断
 

 

地
区
公
民
館
の
構

造
 

耐
震
診
断
の
方
法
 

木
造
 

財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と
補
強
方

法
」
に
定
め
る
一
般
耐
震
診
断
法
及
び
精
密
診
断
法
 

非
木
造
 

財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
既
存
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築

物
の
耐
震
診
断
基
準
・
改
修
設
計
指
針
・
同
解
説
」
に
よ
る
耐
震
診
断
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改
正
後
 

改
正
前
 

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
既
存
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
建
築
物
の
耐
震
診
断
基
準
・
改
修
設
計
指
針
・
同
解
説
」
に
よ
る
耐
震

診
断
 

一
般
財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
耐
震
改
修
促
進
法
の
た
め
の

既
存
鉄
骨
造
建
築
物
の
耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
指
針
・
同
解
説
」
に
よ

る
耐
震
診
断
 

 

財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
既
存
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

建
築
物
の
耐
震
診
断
基
準
・
改
修
設
計
指
針
・
同
解
説
」
に
よ
る
耐
震
診
断
 

 財
団
法
人
日
本
建
築
防
災
協
会
発
行
の
「
耐
震
改
修
促
進
法
の
た
め
の
既
存

鉄
骨
造
建
築
物
の
耐
震
診
断
お
よ
び
耐
震
改
修
指
針
・
同
解
説
」
に
よ
る
耐

震
診
断
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【教育委員会定例会提出資料】 

報告第６号 教育部 子ども家庭支援課 

令和８年３月 25 日提出 (課長) 山越寿彦 (担当係長)丸山大輔  

  

件名 黒沢洞合自然公園拡張整備工事のしゅん工について 

要旨 
黒沢洞合自然公園整備事業に係る関連工事のしゅん工を報告するも

の。 

説明 

１ 工事概要 

 黒沢洞合自然公園整備事業 

〇造成工事・造園工事（第一工区及び第二工区）、 

 拡張面積 13,978 ㎡ 既存公園面積 5,646 ㎡ 

〇トイレ新設・既存トイレ改修工事 

新設トイレ：木造平屋建て 43.40 ㎡ バイオトイレ設置 

既存トイレ改修：木部の塗装、屋外階段を鉄骨に改修 

  

事業費 

年 度 事 業 費 摘  要 

令和５年度 44,735 千円 土地購入費、基本設計業務ほか 

令和６年度 100,322 千円 
実施設計業務、造成工事、造園工

事（第一工区及び第二工区）ほか 

令和７年度 198,736 千円 

監理業務、造成工事、 

造園工事（第一工区及び第二工

区）、トイレ建築工事ほか 

合計 343,793 千円 （合併特例事業債 308,900 千円） 

※令和７年度及び合計額は見込額 

  

2  開園後の活用について 

  令和８年４月の開園から、地元有志により構成される「NPO 法人ど

あい」による維持管理（令和 8 年 3 月契約締結）を開始する。 

開園後は、同 NPO 法人による公園の特性を活かしたイベントを年

数回程度開催する予定。 

   その他に関係部署と連携し、公民館講座や小中学生等の自然観察

会の場としての利用を促進する。                

 

   （以 上） 
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報告第７号 教育部 各課 

令和８年３月 25 日提出  

  

タイトル 後援依頼の教育長専決の報告について 

報告を要する事項の内容 教育長専決に伴う報告 

要旨 

課名 後援 

学校教育課  

生涯学習課 １件 

文化課  

子ども家庭支援課 ２件 
 

○安曇野市教育委員会の共催及び後援等に関する取扱基準（平成21年教育委員会告示第９号） 

（定義） 

第２条 この基準における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 行事 講演会、演奏会、展覧会等の集会、体育大会等の催し物をいう。 

(２) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を負担することをいう。 

(３) 後援 行事の趣旨に賛同し、名義の使用を承認することをいい、責任の負担はしないことを 

いう。 

（審査基準） 

第３条 教育委員会は、次の各号に掲げるいずれかの団体が主催する行事は、共催又は後援するもの

とする。 

(１) 国又は地方公共団体 

(２) 学校又は学校の連合体 

２ 教育委員会は、前項の団体以外が主催する場合は、次に掲げる事項を満たすことが明らかに確認

できるものに限り、共催又は後援をするものとする。 

(１) 行事の内容が教育、学術、文化又は子どもの健全育成に寄与するものであること。 

(２) 公益性のあるもので営利を目的としないものであること。 

(３) 政治活動又は宗教活動と認められないものであること。 

(４) 参加者等の参集予定範囲が市内全域又はそれ以上であること。 

(５) 入場料、参加料、出品料等の経費を主催者が徴収するものについては、その経費の算出等に 

ついて配慮がなされており、営利事業的なものでないこと。 

(６) 団体内の親睦等が主たる目的ではないこと。 

（教育長の専決範囲） 

第４条 教育長は、次に掲げる行事については、専決により後援の承認を行うことができる。 

(１) 前条第１項に規定する行事 

(２) 過去に教育委員会が承認した行事（主催者及び行事の趣旨が同一であって、講演、演奏、展

示等の内容が異なるものを含む。） 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、過去に承認を受けた行事と主催者及び趣旨が同一であっても、

承認を受けようとする行事に係る講演、演奏、展示等の内容が前条第２項各号に掲げる要件を満た

しているか判断し難い場合は、専決できないものとする。 

-121-



■専決案件(総括表) 

No 行事名 主催者 開催日程 
専決

理由 

所
管 

１ 
女性をエンパワーメン

トするシンポジウム 

安曇野から女性を

エンパワーメント

する会 

令和８年５月 17 日(日) 
過去 

承認 
生 

２ 
おさがりリユース会

with マルシェ 
高山寺 令和８年６月７日(日) 

過去 

承認 
子 

３ 

みんなで学ぶアンガー

マネジメント in 北安曇

郡松川村 

日本アンガーマネ

ジメント協会関東

支部 

令和８年４月５日(日) 

過去 

承認 

(Ｒ７) 

子 
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【
生

涯
学

習
課

】
 

 
 【

子
ど
も

家
庭

支
援

課
】

 

【
子

ど
も

家
庭

支
援

課
】

 

 
 

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

安
曇

野
か

ら
女

性
を

エ
ン

パ
ワ

ー
メ

ン
ト

す
る

会
　
代

表
　

笠
原

　
芳

子

「
助

け
を

求
め

る
こ

と
を

肯
定

し
、
支

え
合

え
る

関
係

性
を

育
む

力
」
は

、
子

育
て

、
介

護
、
地

域
活

動
な

ど
、
日

常
生

活
の

負
担

を
抱

え
る

市
民

に
と

っ
て

重
要

な
視

点
で

あ
り

、
孤

立
防

止
や

地
域

の
相

互
扶

助
の

促
進

に
も

資
す

る
。
広

く
市

民
に

届
け

る
こ

と
は

、
安

曇
野

市
が

推
進

す
る

生
涯

学
習

・
地

域
福

祉
・
男

女
共

同
参

画
の

理
念

と
も

合
致

す
る

た
め

、
後

援
を

お
願

い
し

た
い

。

3
/
1
0

令
和

８
年

５
月

1
7

日
（
日

）
研

成
ホ

ー
ル

困
難

を
乗

り
越

え
る

た
め

に
不

可
欠

な
「
受

援
力

（
頼

る
力

）
」に

つ
い

て
学

ぶ
機

会
と

な
る

。

テ
ー

マ
：
受

援
力

～
頼

る
力

が
人

生
を

ひ
ら

く
～

講
師

：
吉

田
穂

波
氏

（
医

師
/
医

学
博

士
/
公

衆
衛

生
学

修
士

、
神

奈
川

県
立

保
健

福
祉

大
学

大
学

院
ヘ

ル
ス

イ
ノ

ベ
ー

シ
ョ

ン
研

究
科

教
授

）

〇
-

-

基
準

第
３

条
第

２
項

及
び

第
4

条
第

2
号

に
よ

り
可

■
女

性
を

エ
ン

パ
ワ

ー
メ

ン
ト

す
る

シ
ン

ポ
ジ

ウ
ム

主
催

：
安

曇
野

か
ら

女
性

を
エ

ン
パ

ワ
ー

メ
ン

ト
す

る
会

専
決

日
:令

和
8

年
3

月
1
1
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目

的
（趣

旨
）

開
催

内
容

R
6

R
5

R
4

所
管

課
意

見

高
山

寺
　
　
　
本

多
徹

サ
イ

ズ
ア

ウ
ト

し
て

ま
だ

着
ら

れ
る

こ
ど

も
服

を
捨

て
る

の
で

は
な

く
リ

ユ
ー

ス
し

、
ま

た
次

の
新

し
い

持
ち

主
へ

引
継

ぐ
活

動
に

よ
り

子
ど

も
を

育
む

環
境

の
充

実
を

図
り

た
い

た
め

2
/
1
0

令
和

８
年

６
月

７
日

(日
)

高
山

寺
会

館
①

ま
だ

着
ら

れ
る

こ
ど

も
服

を
リ

ユ
ー

ス
し

子
ど

も
の

為
に

循
環

、
➁

地
域

住
民

の
交

流
、
地

域
の

多
様

な
人

と
の

繋
が

り
を

育
む

ま
だ

着
ら

れ
る

こ
ど

も
服

を
集

め
検

品
し

提
供

す
る

。
マ

ル
シ

ェ
は

ク
ラ

フ
ト

体
験

、
水

に
ま

つ
わ

る
学

び
、
弁

当
な

ど
飲

食
販

売
。

〇
-

-

基
準

第
3

条
第

2
項

及
び

第
4

条
第

１
項

第
2

号
に

よ
り

可

■
お

さ
が

り
リ

ユ
ー

ス
会

w
it

h
マ

ル
シ

ェ
主

催
：
高

山
寺

専
決

日
:令

和
8

年
2

月
2

4
日

結
果

(〇
)

専
決

の
理

由
(過

去
承

認
)

種
別

(後
援

)

申
請

者
申

請
理

由
申

請
日

開
催

日
会

場
開

催
目
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報告第８号 

令和７年度 事業進捗状況報告（懸案事項等） 
１ 学校教育課 

教育指導室・学校教育担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

学校保健事業関係 

１ アレルギー対応委員会 

 ・2/19（木）第２回委員会 

２ 教職員健康推進事業 

・3/15（日）カウンセリングルーム 

（市役所本庁舎） 

 

就学時健診業務 
１ 就学時健診業務 

・来年度実施日程決定・通知 

 

就学援助事務 

１ 就学援助 

 ・3/4（水） 事前支給 

 ・3/4（水） 後期支給 

 ・令和８年度案内配布準備 

 

２ 特別支援教育就学奨励費 

 ・3/4（水） 後期分支給 

１ 就学援助 

・修学旅行費支給(穂高東中

２年生) 

・4/7（火）～令和８年度申

請受付 

２ 特別支援教育就学奨励費 

  ・修学旅行費支給(穂高東中

２年生) 

GIGA スクール 

１ １人１台端末更新関係 

 ・調達事業者の決定（共同調達プロポーザル） 

 

 

２ ICT 教育推進委員会 

・3/2（月）ICT 教育推進委員会の開催 

１ １人１台端末更新関係 

・契約等に向けた事業者との

打合せ 

 

２ ICT 教育推進委員会 

・生成 AI 導入に向けた希望

学級、学年、学校への試験的

導入 

コミュニティスク

ール事業 

１ 令和７年度第２回地域コーディネーター連絡会 

 ・3/12（木）活動の振り返り、上田市立北小学校

地域コーディネーター伴美佐子氏による講演 

 

 

 

２ 地域教育関係者連絡会 

 ・堀金地域 3/12（木）  

 

１ 令和８年度第１回地域コ

ーディネーター連絡会  

4/27（月）予定  

事業説明、広陵中学校区学校

支援コーディネーター唐澤

理恵氏による講演 

 

左記以外 

１ 学校運営協議会委員任命、

地域コーディネーター委嘱 

 

学校安全支援事業 

１ 第２回安曇野市交通安全推進協議会 

・3/25（水）令和７年度通学路合同点検の結果報

告及び対策（案）の承認 

・令和８年度安曇野市通学路交通安全プログラム

の実施概要について 

 

２ 令和８年度小中学校通学路安全マップの配布 

 

左記以外 

１ 指定通学路届出書の提出

依頼 

部活動の地域展開

（地域移行） 

１ 部活動地域展開 

・3/12（木）地域クラブ代表者連絡会の開催 
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事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

不登校支援事業 

１ 教育施設連携促進コーディネーター 

・民間施設等訪問件数 ６件 

・学校との情報共有 ５校 

  ・民間施設運営者等との情報交換会 3/9（月） 

・民間施設運営者等の活動発表兼イベント  

「あそぼうや」3/24（火）開催 

 

２ 教育支援センター活動状況 

 ・施設外学習 

 2/26（木）親子スポーツレク大会・調理実習 

   3/13（金）市内散策・徒歩遠足（八面大王足湯） 

・出張教室（穂高会館） 木曜日開催 

2/19、3/5（木）実施 

１ 教育施設連携促進コーデ

ィネーター 

・民間施設運営者等との情報

交換会 ４月下旬 

 

 

 

２ 教育支援センター活動予

定 春休み中の予定 

  ・3/18（水）閉室予定、 

4/7（火）開室予定 

キャリア教育 

１ 中学生キャリアフェスティバル 

3/24（火） キャリアフェスティバル出展事業

所との反省会 

１ 中学生キャリアフェステ

ィバル 

・キャリアフェスティバル冊子

（ジョブハン）、キャリアフ

ェスティバル報告書の送付

（各学校） 

 

 

２ 学校給食課 

学校給食担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

給食センター総務費 

１ 栄養士の学校訪問（食育の推進） 

２ 第３回献立作成等検討委員会 

  3/13（金） 午後６時 30 分から 会議室 307 

１ 通年実施 

学校給食費徴収事業 
１ 口座振替日（定期） 

第 10 期分：3/2（月） 

 

各給食センター管理

運営事業 

１ 施設・設備のメンテナンス等 

・施設及び厨房設備等のメンテナンスの実施 

・施設及び職員の衛生管理 

・給食配送車両の整備 

２ 給食提供日程 

   ３学期給食提供最終日：3/17（火） 

   １学期給食提供開始日：4/8（水） 

１ 通年実施 

 

 

 

２ 全センター 
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３ 生涯学習課  

社会教育係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

生涯学習講座実

施事業 

令和８年度 南安曇農業高等学校講座（９講座・全 30 回） 

 ・4/25（土）～ 南安曇農業高等学校 
 

中央公民館事業 

地区公民館建設補助金を拡充する「安曇野市地区公民館建

設補助金交付要綱」の改正 （４月１日施行） 

・LED 化、エアコン設置を新たに補助対象。 

 

豊科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

豊科公民館事業 

１ ICT 講座 スマートフォン相談会 

 ・4/9（木）午前 10時～ 豊科公民館大会議室 

２ 豊科地域子ども会育成会連絡協議会 

 ・4/10（金）午後７時～ 豊科公民館大会議室 

３ 令和８年度地区公民館役員研修会 

 ・4/11（土）午前９時～ 豊科公民館ホール 

４ 地区公民館体育部長会議 

 ・4/22（水）午後７時～ 豊科公民館大会議室 

５ 楽しい菊づくり講座① 

 ・4/24（金）午前９時 30 分～ 豊科公民館ホール 

６ 豊科地域人権教育合同会議 

 ・4/24（金）午後７時～ 豊科公民館大会議室 

 

穂高生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

穂高公民館事業 

１ 地区公民館長会議 

・4/9（木）午後７時 00分～ 穂高公民館 第２会議室 

２ 球技大会代表者会議 

・4/16（木）午後７時 00 分～ 穂高公民館 第２会議室 

３ バードウォッチング教室 

・4/25（土）午前６時 00 分～ 鐘の鳴る丘集会所周辺 

 

 

三郷生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

三郷公民館事業 

１ 生きがい講座「ズンバを踊ろう！！」（全４回） 

 ・4/7(火)、4/14（火）、4/21（火）、4/28（火） 

午前９時 30 分～ 三郷公民館講義室 

２ 三郷地域子ども会育成会連絡協議会 

 ・4/8（水）午後７時～ 三郷公民館会議室 102 

３ 三郷地域春季スポーツ大会説明会 

 ・4/9（木）午後７時～ 三郷公民館講堂 

４ ひまわりクラブ開講式 

 ・4/10(金)午前９時 30 分～ 三郷公民館会議室 201 

５ 令和８年度第１回地区公民館長・主事会議 

 ・4/11(土)午前９時 30 分～ 三郷公民館講堂 

６ 三郷地域人権教育推進協議会 

 ・4/23(木)午後７時～ 三郷公民館講義室 
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堀金生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

堀金公民館事業 

１ 堀金子ども会育成会（全２回） 

・①4/2(木)午後７時～ 堀金公民館会議室３ 

２ 堀金公民館サポート会議 

・4/6(月)午後７時～ 堀金支所会議室 

３ 地区公民館役員会議（全４回） 

・①4/9(木)午後７時～ 堀金公民館講堂 

４ 第 10 回常念フェスティバル実行委員会幹事会（全９回） 

・②4/10(金)午後７時～ 堀金公民館調理実習棟 

５ 堀金人権協議会 

・4/14(火)午後７時～ 堀金公民館会議室１、会議室２ 

６ 子育てサークル講座 常念っ子(全 12 回) 

  ・①4/15(水)午前９時 30 分～ 堀金公民館講堂 

７ 童謡・唱歌・心の歌をうたいましょう(全７回) 

・①4/23（木）午後１時 30 分 堀金公民館スタジオ２ 

 

明科生涯学習係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

明科公民館事業 

１ 廃線敷ウォーキング 

  ・4/15(水)午前９時～ 明科廃線敷 

２ 地区公民館長・主事会議（全２回） 

  ・4/16(木)午後７時～ 明科公民館講堂 

３ いいまちつくろうかいつながる歌声サロン 

  ・4/24(金)午後１時 30 分～ 明科公民館講堂 

４ 春の歌声ひろば 

  ・4/28(火)午後１時 30 分～ 明科公民館講堂 

 

 

 

 

４ 文化課 

文化振興担当 

事業 現    況 今後の取り組み 

芸術教育普及事

業 

１ 東京藝大・長野県連携協定事業    

・安曇野 AIR2026  参加作家決定（３人） 

金工 熊坂美友氏、陶芸 神保惇氏、漆芸 矢部桜氏 

 

・５月から 10月に断続的に

滞在制作の予定 

２ 新進音楽家コンサート 

・ジュニアクラシックコンサート 3/14（土） みらい 

 

３ 熊井啓記念館 

・熊井啓ミニシアター「帝銀事件 死刑囚」 2/13（金） 

  参加者34名 

 

文化団体補助事

業 

１ 「安曇野文化」刊行 

・第58号（冬号）2/28（土）発行 

 

２ 信州安曇野薪能 

・第１回実行委員会3/16(月) 

 

文化振興総務費 

１ 博物館協議会 

・第３回 3/17（火）   

令和８年度各館事業計画（案）について 
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博物館担当 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

豊科郷土博物館教

育普及事業 

１ こたつ講座 

 第６回「古厩本郷を歩いて～豊科郷土博物館友の会

の活動から～」 2/7(土)  参加者：20人 

２ 共催展 

「絵と詩 少数民族ショルのこころ」 2/4(水)～

2/15(日) 参加者：232 人 

３ 講演会 

「絵が語り、詩が描く-作品から見える“こころ”の

声」2/14(土) 参加者：43 人 

４ 春季企画展「土の中からの贈り物―ここ掘れワン

ワン―」関連企画 化石を楽しもう 3/22(日) 

１ 春季企画展「土の中からの

贈り物―ここ掘れワンワン

―」関連企画 

・鑑定会Ⅰ石や化石 

 期日：4/19(日) 

・鑑定会Ⅱ土器や石器・茶碗 

 期日：4/25(土) 

新市立博物館準備

事業 

１ 新市立博物館整備方針検討委員会 

3/17(火) 

 

貞享義民記念館教

育普及事業 

１ 企画展「中林梧竹と安曇野―筆が結ぶ明治のここ

ろ―」 

 1/17(土)～3/1(日) 参加者：203 人 

 

文書館施設運営管

理事業 

１ 重要文書等収集・整理（公開資料点数） 

公文書60,147点、地域資料73,818点 (２月末現在) 

(２月新規点数/公文書 158 点、地域資料 196 点) 

 

文書館教育普及事

業 

１ 文書館・堀金公民館「新お宝」発見講座 

（企画展「魅せます 大庄屋山口家」関連講座） 

「誰でもわかる山口家」3/1(日) 参加者：67人 

 

臼井吉見文学館施

設運営管理事業 

1 臼井吉見文学館春の講演会 

「ニュースと格闘する」 講師：五十嵐裕氏

3/22(日) 

 

市誌編さん事業 

１ 市誌編さん専門調査会 

自然部会 3/9(月)、考古部会 3/12(木) 

民俗部会 3/18(水) 

 

文化財保護係 

事業（懸案事項） 特記事項 今後の取り組み 

文化財保全事業 
１ 本陣等々力家の保存活用方法について観光課と

協議検討 

3/30（月）第２回文化財保護審

議会 

図書館係 

事業(懸案事項) 現    況 今後の取り組み 

全館共通 

１ 春のこども読書月間テーマ「さあ冒険の旅へ！」 

・4/10（金）～5/10（日） 

 ・内容 本をかりてスタンプをあつめよう 

  なぞときクイズに挑戦！「読書の記録」デコレー

ション など 

 

中央図書館 

１ 春のこども映画上映会 

①午前の部「わたしのワンピース」 

②午後の部「NHK こどもにんぎょう劇場 

        日本編（かさじぞう・金の斧）」 

・3/1（日） みらい ①10：30～ ②14：00～ 

２ 穂高絵本とお話の会・中央図書館共催 

  「おはなしをいっぱい楽しむ会」 

 ・3/18（水） みらい  13：30～ 

３ 映画上映会 アニメ映画「君の膵臓を食べたい」 

 ・4/10（金） みらい  18：00～ 
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５ 子ども家庭支援課 

子ども子育て政策係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

黒沢洞合公園整

備事業 

１ 黒沢洞合公園拡張整備工事 

・3/19(木)しゅん工 

１ 開園 

 ４～５月 管理事業者と

合同でリニューアルオープ

ンイベントを実施予定 

子育て給付係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

物価高対応子育

て応援手当支給

事業 

１ 積極支給対象者に支給決定通知を送付。 

・3/5(木)通知発送、3/25(水)支給予定 

・対象児童数 12,249 人 

・支給額   244,980,000 円 

１ 申請支給の対象となる公

務員については、３月下旬か

ら４月上旬の支給に向け準

備中。 

児童青少年係 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童館維持管理

事業 

 １ 三郷・堀金児童館遊戯室空

調設置工事 

※６月しゅん工見込み 

※４月～６月遊戯室等一部

規制 

２ 三郷小被服室 児童クラ

ブとして供用開始 

豊科児童館整備

事業 

 １ 高家児童館現地建替事業 

 基本設計、調査測量、児童館

建設検討会開催（日程調整中） 

青少年育成環境

整備事業 

１ 青少年センター街頭巡回 

・3/23(月)、3/24(火) 市内５地域 

１ 青少年センター運営委員 

会 4/20(月) 

青少年体験事業 

１ 市子ども学芸クラブ 令和８年度入会募集 

・2/27(金) 締め切り  

１ 市子ども学芸クラブ入会

式 4/4(土) 大会議室 午前

10 時 

子ども会育成会

支援事業 

１ 第２回松本地方子ども会育成連絡会 

・2/10(火) 松本市役所 

２ 市子ども会育成会第３回常任委員会 

・3/3(火) 共用会議室 306 

３ 各地区子ども会育成会補助金実績報告 

・3/31(火) 締切 

１ 市内５地域子ども会育成

会連絡協議会 

・堀金 4/2(木)午後６時 30 分 

・明科・三郷 4/8(水)午後７時 

・豊科・穂高 4/10(金)午後７時 

２ 市子ども会育成会連合会 

・4/13(月) 大会議室 午後７時 

放課後子ども教

室実施事業 

１ 放課後子ども教室地域連絡会議（わいわいランド） 

・堀金 2/2（月）、穂高南 2/18（水）、穂高西 2/25

（水）、穂高北 3/4（水）、三郷 3/4（水）、豊科 3/6

（金） 

１ 令和８年度放課後こども

教室（わいわいランド）参加

者募集・4/20(月)締め切り 

子ども家庭相談担当 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

児童発達支援事

業 

１ 遊びの教室（３月は４回実施） 

こあら（１歳児）穂高 3/6(金) 

いるか（２歳児）穂高 3/9(月)、3/19(木) 

 プレいるか（２歳児）豊科 3/3(火) 

２ 発達相談日（親子であっぷっぷ）（３月は３回実施） 

3/4(水)、3/11(水)、3/17(火) 

３ 運動発達相談日（はいはいたっち）（３月は２回実施） 

3/6(金)、 3/13(金)  

１ 遊びの教室 

・４月４回の実施を予定 

 

２ 発達相談日 

・４月は５回の実施を予定 

 

３ 運動発達相談日 

・４月は２回の実施を予定 

-130-



事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

 

４ ことばの相談（３月は２回実施） 

 3/10(火)、 3/24(火) 

５ 親子で遊ぼう教室（３月は１回実施） 

 3/18(水) 

 

４ 親子で遊ぼう教室 

・４月は１回の実施を予定 

 

 

 

６ こども園幼稚園課 

＜保育幼稚園担当＞ 

事業（懸案事項） 現    況 今後の取り組み 

こども誰でも通

園制度 

１ こども誰でも通園制度について 

4/1(水)南穂高認定こども園で開始 

 

園庭芝生化工事 

１ 令和８年度園庭芝生化工事 

 園庭芝生化工事実施予定園 

 （アルプス、上川手、穂高、有明あおぞら） 

 園庭整備工事 

 ４月下旬～種まき 

 

 

 

 

公立園入園式 

１ 公立園入園式について 

  4/6（月）午前 10時 00 分～（こども園） 

  4/8（水）午前 10時 00 分～（幼稚園） 
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